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１ 介護医療院 

(1) 介護医療院について〔介護保険法第８条第 29項〕 

 「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者（その治療の必要の

程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。）に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、

医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的と

する施設として許可を受けたもの。 

 「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行わ

れる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の

世話をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 基本方針〔第２条〕 

１ 長期にわたり、療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学

的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、その

者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 

２ 入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスの提供に努めなければ

ならない。 

３ 明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援

事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない。 

４ 介護医療院は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従

業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

５ 介護医療院は、介護医療院サービスを提供するに当たっては、法 118条の２第１項に規定する介護保険

等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

 

(3) 基準省令の性格 

１ 基準省令は、介護医療院がその目的を達成するために必要な最低限の基準を定めたものであり、介護医

療院の開設者は、常にその施設、設備及び運営の向上に努めなければならないこと。 

２ 介護医療院サービスを行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合には、介護医療

院の開設許可又は更新を受けられず、また、基準に違反することが明らかとなった場合には、①相当の期

限を定めて基準を遵守する旨の勧告を行い、②当該期限内に勧告に従わなかった場合は、開設者名、当該

勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置をとら

なかった場合は、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置をとるよう命令することができるものであるこ

と。ただし、③の命令を行った場合には、開設者名、命令に至った経緯等を公表しなければならない。な

お、③の命令に従わなかった場合には、当該許可を取り消すこと、又は取り消しを行う前に相当の期間を

定めて許可の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが提供されていることが判明し

以下〔〕内は「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成30年１月18日厚生労働省令第５号）」及び「介護

医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（平成 30年３月 22日老老発 0322第１号、30.3.30老高発第６老振

発0330第３老老発0330第２）」の条番号 

平成30老高発0322第２号・老振発0322第１号・老老発0322第３号において、「〔略〕なお、介護保険制度における介護医療院の取

扱については、介護医療院が介護老人保健施設と同様に介護保険施設であること等を踏まえ、平成 30 年３月 31 日までに発出され

た老健局関係通知において、介護医療院の運営等について別途の通知等が発出されない限り、「介護老人保健施設」とあるのは「介

護老人保健施設又は介護医療院」等と読み替える、「介護保険施設」とあるのは「介護医療院」を含む介護保険施設として取り扱う

等、必要な読替え等を行った上で、引き続き適用されるものとする。」とあるため、その他の関係通知については、読替えが必要と

なる。 
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た場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させる）ができる。 

ただし、次に掲げる場合には、基準省令に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに取り

消すことができるものであること。 

① 次に掲げるときその他の介護医療院が自己の利益を図るために基準省令に違反したとき 

イ 介護医療院サービスの提供に際し、入所者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき 

ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対して当該施設を紹介することの対

償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき 

ハ 居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者を紹介することの対償として、金

品その他の財産上の利益を収受したとき 

② 入所者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準省令違反があったとき 

３ 運営に関する基準に従って施設の運営をすることができなくなったことを理由として開設許可が取り

消された直後に再度当該施設から介護医療院の開設許可の申請がなされた場合には、当該施設が運営に関

する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、その改善状況等が十分に確認されな

い限り開設許可を行わないものとすること。 

 

(4) 定義〔第３条〕 

この省令における用語の意義 

① 療養床 療養室のうち、入所者１人当たりの寝台又はこれに代わる設備の部分をいう。 

② Ⅰ型療養床 療養床のうち、主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体

疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等を入所させるためのものをいう。  

③ Ⅱ型療養床 療養床のうちⅠ型療養床以外のものをいう。 

 

(5) 医療機関併設型介護医療院等の形態 

１ 医療機関併設型介護医療院 

医療機関併設型介護医療院は、病院又は診療所に併設（同一敷地内又は隣接する敷地において、サービ

スの提供、夜勤を行う職員の配置等が一体的に行われているものを指すこと。以下同じ。）され、入所者の

療養生活の支援を目的とする介護医療院である。 

２ 併設型小規模介護医療院 

イ 併設型小規模介護医療院は、医療機関併設型介護医療院のうち、当該介護医療院の入所定員が 19人以

下のものをいう。 

ロ 併設型小規模介護医療院は、病院又は診療所に１か所の設置とする。 

 

(6) 許可の単位等について 

法の規定上、介護医療院の開設許可は、一つの介護医療院を単位として行われることとなっているが、介

護医療院サービスを行う部分として認められる単位（以下「許可の単位」という。）等については、以下のと

おりとする。 

① 許可の単位は、原則として「療養棟」とする。 

② 「療養棟」とは、介護医療院における看護・介護体制の１単位を指すものである。 

なお、高層建築等の場合には、複数階（原則として２つの階）を１療養棟として認めることは差し支

えないが、昼間・夜間を通して、看護・介護に支障のない体制をとることが必要である。 

③ １療養棟の療養床数は、原則として 60床以下とする。 

④ １療養棟ごとに、看護・介護サービスの責任者を配置し、看護・介護チームによる交代勤務等の看護・

介護を実施すること及び看護・介護に係る職員の詰め所（以下「サービス・ステーション」という。）等

の設備等を有することが必要である。ただし、サービス・ステーションの配置によっては、他の看護・

介護単位とサービス・ステーションを共用することは可能である。 
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⑤ 例外的に、療養棟を２棟以下しか持たない介護医療院については、療養室単位で開設許可を受け、又

は変更することができるものとする。 
 

(7) 人員に関する基準〔第４条〕 

１ 従業者の員数は次のとおり 

（１）医師 

① 常勤換算方法で、介護医療院の入所者のうちⅠ型療養床を利用している者（以下「Ⅰ型入所者」とい

う。）の数を48で除した数に、介護医療院の入所者のうちⅡ型療養床を利用している者（以下「Ⅱ型入

所者」という。)の数を 100 で除した数を加えて得た数以上の医師を配置するものとする。なお、上記

の計算により算出された数が３に満たないときは３とし、その数に１に満たない端数が生じたときは、

その端数は１として計算することとする。 

② ①にかかわらず、Ⅱ型療養床のみ有する介護医療院であって、基準省令第27条第３項だたし書の規

定により、介護医療院に宿直を行う医師を置かない場合にあっては、入所者の数を 100で除した数以

上の医師を配置するものとする。なお、その数に１に満たない端数が生じたときは、その端数は１と

して計算する。 

③ ①及び②にかかわらず、医療機関併設型介護医療院の場合にあっては、常勤換算方法で、Ⅰ型入所者

の数を48で除した数に、Ⅱ型入所者の数を 100で除した数を加えて得た数以上の医師を配置するもの

とする。 

④ ①から③までにかかわらず、併設型小規模介護医療院における医師の配置については、併設される医

療機関により当該併設小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められる場合にあって

は、置かないことができることとする。 

⑤ 複数の医師が勤務する形態にあっては、それらの勤務延時間数が基準に適合すれば差し支えないこ

と。ただし、このうち１人は、入所者全員の病状等を把握し施設療養全体の管理に責任を持つ医師と

しなければならないこと。なお、兼務の医師については、日々の勤務体制を明確に定めておくこと。 

⑥ 介護医療院で行われる（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リハビリテーション

の事業所の職務であって、当該施設の職務と同時並行的に行われることで入所者の処遇に支障がない

場合は、介護医療院サービスの職務時間と（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リ

ハビリテーションの職務時間を合計して介護医療院の勤務延時間数として差し支えないこと。 

（２）薬剤師 

① 常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を 150で除した数に、Ⅱ型入所者の数を 300で除した数を加えて得

た数以上を配置するものとする。 

② ①にかかわらず、併設型小規模介護医療院における薬剤師の配置については、併設される医療機関の

職員（病院の場合にあっては、医師又は薬剤師。診療所の場合にあっては、医師とする。）により当該施

設の入所者の処遇が適切に行われると認められる場合にあっては、置かないことができることとする。 

（３）看護師又は准看護師（以下「看護職員」という。） 

常勤換算方法で、介護医療院の入所者の数を６で除した数以上を配置するものとする。 

（４）介護職員 

① 常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を５で除した数に、Ⅱ型入所者の数を６で除した数を加えて得た数

以上を配置するものとする。 

② ①にかかわらず、併設型小規模介護医療院における介護職員の配置については、常勤換算方法で、当

該併設型小規模介護医療院の入所者の数を６で除した数以上を配置するものとする。 

③ 介護職員の数を算出するに当たっては、看護職員を介護職員とみなして差し支えない。ただし、この

場合の看護職員については、人員の算出上、看護職員として数えることはできない。 

（５） 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士等」という。） 

① 介護医療院の実情に応じた適当数を配置すること。 

② 併設型小規模介護医療院における理学療法士等の配置については、併設される医療機関の職員（病院

の場合にあっては、医師又は理学療法士等。診療所の場合にあっては、医師とする。）により当該施設の

入所者の処遇が適切に行われると認められる場合にあっては、置かないことができることとする。 
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（６）栄養士又は管理栄養士 

入所定員100以上の介護医療院にあっては、１以上を配置すること。ただし、同一敷地内にある病院

等の栄養士又は管理栄養士がいることにより、栄養管理に支障がない場合には、兼務職員をもって充て

ても差し支えないこと。 

なお、100人未満の施設においても常勤職員の配置に努めるべきであるが、併設型小規模介護医療院

の併設医療機関に配置されている栄養士又は管理栄養士による栄養管理が、当該介護医療院の入所者に

適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

（７）介護支援専門員 

① その業務に専ら従事する常勤の者を１以上（入所者の数が 100又はその端数を増すごとに１を標準と

する。）配置していなければならないこと。したがって、入所者数が 100人未満の介護医療院にあって

も１人は配置されていなければならないこと。また、介護支援専門員の配置は、入所者数が 100人又

はその端数を増すごとに１人を標準とするものであり、入所者数が 100人又はその端数を増すごとに

増員することが望ましいこと。ただし、当該増員に係る介護支援専門員については、非常勤とするこ

とを妨げるものではない。なお、併設型小規模介護医療院における介護支援専門員の配置について

は、当該施設の入所者に対するサービス提供が適切に行われると認められる場合にあっては、当該介

護医療院の設置形態等の実情に応じた適当数でよいこと。 

② 介護支援専門員は、入所者の処遇に支障がない場合は、当該介護医療院の他の職務に従事することが

できるものとし、また、介護支援専門員が医療機関併設型介護医療院の職務に従事する場合であっ

て、当該医療機関併設型介護医療院の入所者の処遇に支障がない場合には、当該医療機関併設型介護

医療院に併設される病院又は診療所の職務に従事することができることとする。この場合、兼務を行

う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務

を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤

務時間として算入することができるものとする。 

なお、居宅介護支援事業者の介護支援専門員との兼務は認められないものである。ただし、増員に係

る非常勤の介護支援専門員については、この限りでない。 

（８）診療放射線技師 

① 介護医療院の設置形態等の実情に応じた適当数を配置すること。 

② 併設施設との職員の兼務を行うこと等により適正なサービスを確保できる場合にあっては、配置しな

い場合があっても差し支えないこと。 

（９）調理員、事務員その他の従業者 

① 介護医療院の設置形態等の実情に応じた適当数を配置すること。 

② 併設施設との職員の兼務や業務委託を行うこと等により適正なサービスを確保できる場合にあっては、

配置しない場合があっても差し支えないこと。 

２ 入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定数による。 

３ 常勤換算方法は、当該介護医療院の従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護医療院において

常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 

４ 介護医療院の従業者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者

の処遇に支障がない場合には、この限りでない。 

５ 介護医療院の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所

者の処遇に支障がない場合には、当該介護医療院の他の職務に従事することができるものとし、介護支援

専門員が次項に規定する医療機関併設型介護医療院の職務に従事する場合であって、当該医療機関併設型

介護医療院の入所者の処遇に支障がない場合には、当該医療機関併設型介護医療院に併設される病院又は

診療所の職務に従事することができる。 

６ 規定にかかわらず、医療機関併設型介護医療院の医師の員数の基準は、常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の

数を48で除した数に、Ⅱ型入所者の数を 100で除した数を加えて得た数以上とする。 

７ 規定にかかわらず、併設型小規模介護医療院の医師、薬剤師、介護職員、理学療法士、作業療法士若し

くは言語聴覚士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおり。 

① 医師、薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士 

併設される医療機関が病院の場合にあっては当該病院の医師、薬剤師又は理学療法士、作業療法士若

しくは言語聴覚士により、併設される医療機関が診療所の場合にあっては当該診療所の医師により当該
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併設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができる

こと。 

② 介護職員 

常勤換算方法で、当該併設型小規模介護医療院の入所者の数を６で除した数以上 

③ 介護支援専門員 

当該併設型小規模介護医療院の実情に応じた適当数 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○「常勤換算方法」 

当該介護医療院の従業者の勤務延時間数を当該施設において常勤の従業員が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時

間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で除することにより、当該施設の従業者の員数を常勤の従業者の員

数に換算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当該施設の介護医療院サービスに従事する勤務時間の

延べ数であり、例えば、当該施設が（介護予防）通所リハビリテーションの指定を重複して受ける場合であって、ある従

業者が介護医療院サービスと指定（介護予防）通所リハビリテーションを兼務する場合、当該従業者の勤務延時間数には、

介護医療院サービスに係る勤務時間数だけを算入することとなるものであること。 

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47 年法律第113 号）第13 条第

１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律（平成３年法律第76 号。以下「育児・介護休業法」という。）第23 条第１項、同条第３項又は同法第24 

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じ

られている場合、30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたも

のとし、１として取り扱うことを可能とする。 

○「勤務延時間数」 

勤務表上、介護医療院サービスの提供に従事する時間として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、従

業者１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該施設において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間

数を上限とすること。 

○「常勤」 

当該介護医療院における勤務時間が、当該施設において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤

務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）に達していることをいうものである。ただし、母性健康

管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については、入所者の処遇に支障が

ない体制が施設として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能

とする。 

当該施設に併設される事業所の職務であって、当該施設の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられ

るものについては、それぞれに係る勤務時間数の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を

満たすものであることとする。例えば、介護医療院、指定（介護予防）通所リハビリテーション事業所及び指定（介護予

防）訪問リハビリテーション事業所が併設されている場合、介護医療院の管理者、指定（介護予防）通所リハビリテーシ

ョン事業所の管理者及び指定（介護予防）訪問リハビリテーション事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間数

の合計が所定の時間数に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法（昭和22 年法律第49 号）第65 条に規

定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業（以

下「育児休業」という。）、同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、同法第23 条第２項の育児休業に

関する制度に準ずる措置又は同法第24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号に規定する育児休

業に関する制度に準じて講ずる措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期間において、当該

人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することにより、人員基準

を満たすことが可能であることとする。 
○ 専ら従事する 

原則として、サービス提供時間帯を通じて介護医療院サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。この場

合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該施設における勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の

別を問わない。 

○「前年度の平均値」 

① 基準省令第４条第２項における「前年度の平均値」は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月31日を

もって終わる年度とする。以下同じ。）の入所者延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この算定に当たって

は、小数点第２位以下を切り上げるものとする。 

② 新設（事業の再開の場合を含む。以下同じ。）又は増床分のベッドに関して、前年度において１年未満の実績しかな

い場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）の入所者数は、新設又は増床の時点から６月未満の間は、便宜上、ベ

ッド数の 90％を入所者数とし、新設又は増床の時点から６月以上１年未満の間は、直近の６月における入所者延数を

６月間の日数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から１年以上経過している場合は、直近１年間における入所者

延数を１年間の日数で除して得た数とする。 

③ 減床の場合には、減床後の実績が３月以上あるときは、減床後の入所者延数を延日数で除して得た数とする。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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(8) 施設及び設備に関する基準〔第５条〕 

１ 一般原則 

（１） 介護医療院の施設及び構造設備については、基準省令のほか建築基準法、消防法等の関係規定を遵守

するとともに、日照、採光、換気等について十分考慮したものとし、入所者の保健衛生及び防災につき

万全を期すこと。 

（２） 介護医療院の環境及び立地については、入所者の療養生活を健全に維持するため、ばい煙、騒音、振

動等による影響を極力排除するとともに、交通、水利の便等を十分考慮したものとすること。 

 

２ 施設に関する基準 

（１）施設に関する基準 

① 療養室 イ 定員は、４人以下とすること。 

ロ 入所者１人当たりの床面積は、８平方メートル以上とすること。〔洗面所を設置した

場合に必要となる床面積及び収納設備の設置に要する床面積は、基準面積に含めて差し

支えないものであること。床面積は、内法による測定で入所者１人当たり８平方メート

ル以上とすること。〕 

ハ 地階に設けてはならないこと。 

ニ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

ホ 入所者のプライバシーの確保に配慮した療養床を備えること。〔多床室の場合にあっ

ては、家具、パーティション、カーテン等の組合せにより、室内を区分することで、入

所者同士の視線等を遮断し、入所者のプライバシーを確保すること。カーテンのみで仕

切られているに過ぎないような場合には、プライバシーの十分な確保とはいえない。ま

た、家具、パーティション等については、入所者の安全が確保されている場合には、必

ずしも固定されているものに限らない。〕 

ヘ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

ト ナース・コールを設けること。〔入所者の状況等に応じ、サービスに支障を来さない

場合には、入所者の動向や意向を検知できる機器を設置することで代用することとして

差し支えない〕 

② 診察室 (1)医師が診察を行う施設〔医師が診療を行うのに適切なものとすること。〕 

(2)喀痰、血液、尿、糞便等について通常行われる臨床検査を行うことができる施設（以

下「臨床検査施設」という。）〔病院又は診療所に設置される臨床検査施設に求められ

る検査基準及び構造設備基準を満たすものであること。臨床検査施設において検体検査

を実施する場合にあっては、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第九条の七

から第九条の七の三までの規定を準用すること。臨床検査施設は、臨床検査技師等に関

する法律（昭和 33年法律第 76号）第２条に規定する検体検査（以下、単に「検体検

査」という。）の業務を委託する場合にあっては、当該検体検査に係る設備を設けない

ことができる。〕 

(3)調剤を行う施設〔病院又は診療所に設置される調剤所に求められる基準を満たすもの

であること。〕 

 

③ 処置室 (1)入所者に対する処置が適切に行われる広さを有する施設〔診察室における医師が診察

を行う施設の部分と兼用することができる。〕 

(2)診察の用に供するエックス線装置（定格出力の管電圧（波高値とする。）が 10キロ

ボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが１メガ電子ボルト未満のものに限

る。以下「エックス線装置」という。）〔医療法（昭和 23年法律第 205号）、医療法施

行規則（昭和 23年厚生省令第 50号）及び医療法施行規則の一部を改正する省令の施行

について（平成 13年３月 12日医薬発第 188号）において求められる防護に関する基準

を満たすもの〕 
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④ 機能訓練室 〔機能訓練は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の指導の下における運動機能や

ＡＤＬ（日常生活動作能力）の改善を中心としたものであり〕内法による測定で 40平方

メートル以上の面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。ただし、併設型小規模

介護医療院にあっては、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具

を備えること。 

⑤ 談話室 入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。〔入所者とその家

族等が談話を楽しめるよう、創意工夫を行うこと。〕 

⑥ 食堂 内法による測定で、入所者１人当たり１平方メートル以上の面積を有すること。 

⑦ 浴室 イ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。  

⑧ レクリエーション・ルーム レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備える

こと。 

⑨ 洗面所 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。 

⑩ 便所 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。 

⑪ サービス・ステーション 〔看護・介護職員が入所者のニーズに適切に応じられるよう、療養室の

ある階ごとに療養室に近接して設けること。〕 

 

⑫ 調理室 〔食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設

備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。〕 

⑬ 洗濯室又は洗濯場  

⑭ 汚物処理室 〔汚物処理室は、他の施設と区別された一定のスペースを有すれば足り

ること。〕 

イ 機能訓練室、談話室、食堂、レクリエーション・ルーム等を区画せず、１つのオープンスペースと

することは差し支えないが、入所者に対する介護医療院サービスの提供に支障を来さないよう全体の

面積は各々の施設の基準面積を合算したもの以上とすること。 

ロ 施設の兼用については、各々の施設の利用目的に沿い、かつ、入所者に対する介護医療院サービス

の提供に支障を来さない程度で認めて差し支えないものであること。したがって、談話室とレクリエ

ーション・ルームの兼用並びに洗面所と便所、洗濯室と汚物処理室が同一の区画にあること等は差し

支えないこと。 

※ 焼却炉、浄化槽、その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、療養室、談話室、食堂、調理室

から相当の距離を隔てて設けること。 

※ 床面積を定めない施設については、各々の施設の機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保するよう

配慮すること。 

※ ①、②、③については、専ら当該介護医療院の用に供するものでなければならない。ただし、それ以

外の施設は、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。 

※ ①、②、③以外の施設は、介護医療院と併設施設の双方の基準を満たし、かつ、当該介護医療院の余

力及び当該施設における介護医療院サービス等を提供するための当該施設の使用計画（以下「利用計画」

という。）からみて両施設の入所者の処遇に支障がない場合に限り共用を認めるものであること。 

※ 共用する施設についても介護医療院としての許可を与えることとなるので、例えば、併設の病院と施

設を共用する場合には、その共用施設については医療法上の許可と介護医療院の許可とが重複するもの

であること。 

※ 設置が義務づけられている施設のほか、家族相談室、ボランティア・ルーム、家族介護教室は、介護

医療院の性格等からみて設置が望ましいので、余力がある場合には、その設置につき配慮すること。 

（２）「火災に係る入所者の安全性が確保されている」と認めるときは、次の点を考慮して判断されたい。 

① 基準省令第５条第２項各号の要件のうち、満たしていないものについても、一定の配慮措置が講じら

れていること。 

② 日常又は火災時における火災に係る安全性について、入所者が身体的、精神的に障がいを有する者で

あることにかんがみて確保されていること。 

③ 管理者及び防火管理者は、当該介護医療院の建物の燃焼性に対する知識を有し、火災の際の危険性を
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十分認識するとともに、職員等に対して、火気の取扱いその他火災予防に関する指導監督、防災意識の

高揚に努めること。 

④ 定期的に行うこととされている避難等の訓練は、当該介護医療院の建物の燃焼性を十分に勘案して行

うこと。 
 

(9) 構造設備に関する基準〔第６条〕 

１ 介護医療院の建物（入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物(建築基

準法（昭和 25年法律第 201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。)とすること。ただし、

次のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建ての介護医療院の建物にあっては、準耐火建築物（建築

基準法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物）とすることができる。 

イ 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設（以下「療養室等」という。）を２階及び地階のい

ずれにも設けていないこと。 

ロ 療養室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

(１) 当該介護医療院の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第32条第1項の規定による

計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 

(２) 第32条第1項の規定による訓練については、同項の計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。 

(３) 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。 

２ 療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること。 

３ 療養室等が３階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を２以上設けること。ただし、

前号の直通階段を建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第123条第１項の規定による避難階段とし

ての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 

４ 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法

を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、医療法施行規則第30条、第30条の４、第 30条

の13、第30条の14、第30条の 16、第30条の17、第30条の18（第１項第４号から第６号までを除く。）、

第 30条の 19、第 30条の 20第２項、第 30条の 21、第 30条の 22、第 30条の 23第１項、第 30条の 25、

第30条の26第３項から第５項まで及び第 30条の27の規定を準用する。この場合において、同令第 30条

の 18 第１項中「いずれか及び第４号から第６号までに掲げる措置」とあるのは、「いずれか」と読み替え

るものとする。 

５ 階段には、手すりを設けること。〔階段の傾斜は緩やかにするとともに、適当な手すりを設けること。な

お、手すりは両側に設けることが望ましい。〕 

６ 廊下の構造は、次のとおりとすること。 

イ 幅〔内法によるものとし、壁から測定するもの〕は、1.8 メートル以上とすること。ただし、中廊下

〔廊下の両側に療養室等又はエレベーター室のある廊下〕の幅は、2.7メートル以上とすること。 

ロ 手すりを設けること。〔なお、手すりは両側に設けることが望ましい。〕 

ハ 常夜灯を設けること。 

７ 入所者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。 

８ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

※ 規定「１」にかかわらず、都道府県知事 (指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長) 

（以下「都道府県知事」という。）が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、

次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての介護医療院の建物であって、火災に係る入所者の

安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

① スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生する

おそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造である

こと。 

② 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が

可能なものであること。 

③ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が

可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災

の際の円滑な避難が可能なものであること。 
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９ 経過措置 

（１）療養病床等を有する病院（医療法第７条第２項に規定する精神病床、感染症病床、結核病床、療養病

床又は一般病床を有する病院。以下同じ。）又は病床を有する診療所（療養病床又は一般病床を有する

診療所。以下同じ。）の開設者が、当該病院の療養病床等を令和 6年３月31日までの間に転換を行って

介護医療院を開設する場合における当該転換に係る療養室の床面積は、新築、増築又は全面的な改築の

工事が終了するまでの間は、内法による測定で入所者１人当たり 6.4 平方メートル以上とする。（基準

省令附則第２条） 

（２）療養病床等を有する病院又は療養病床等を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該

診療所の療養病床等を令和 6年３月 31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における

当該転換に係る建物の耐火構造については、基準省令第６条第１項第１号の規定は適用せず、建築基準

法の基準によるものでよいこととする。（基準省令附則第３条） 

（３）療養病床等を有する病院又は療養病床等を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該

診療所の療養病床等を令和 6年３月 31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における

当該転換に係る屋内の直通階段及びエレベーターについては、転換前の医療法による基準と同等のもの

でよいこととする。（基準省令附則第４条） 

（４）療養病床等を有する病院又は療養病床等を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該

診療所の療養病床等を令和 6年３月 31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における

当該転換に係る療養室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1.2メートル以上（ただし、両側に

療養室等又はエレベーター室がある廊下の幅は、内法による測定で、1.6メートル以上）であればよい

こととする。（基準省令附則第５条） 

（５）平成 18 年７月１日から平成 30年３月 31日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を有する

診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行った介護老人保健施設（以

下「介護療養型老人保健施設」という。）が、令和 6年３月 31日までに当該介護療養型老人保健施設の

全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合についても、（１）から（４）までの取扱

と同様の取扱とする。（基準省令附則第７条から第 10条まで） 

（６）介護療養型老人保健施設が令和 6 年３月 31 日までに当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を

廃止するとともに、介護医療院を開設した場合には、当該介護医療院における調剤を行う施設について

は、近隣の場所にある薬局と連携することにより入所者に対する介護医療院サービスの提供に支障がな

い場合、臨床検査施設又はエックス線装置の設置については、近隣の医療機関等との連携により入所者

に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合にあっては、それぞれ置かないことができること

とする。（基準省令附則第６条） 

（７）療養病床等を有する診療所（療養病床又は一般病床を有する診療所。以下同じ。）の開設者が、当該病

院の療養病床等を令和６年３月 31 日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該

転換に係る第５条第２項第７号ロの規定は、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、

一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した設備を設けることとする。（基準省令附則

第11 条） 

 

(10) 運営に関する基準 

１ 介護保険等関連情報の活用とＰＤＣＡサイクルの推進について 

基準省令第２条第５項は、介護医療院サービスの提供に当たっては、法第 118 条の２第１項に規定する介 

護保険等関連情報等を活用し、施設単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進することにより、提供するサービス 

の質の向上に努めなければならないこととしたものである。この場合において、「科学的介護情報システム（Ｌ 

ＩＦＥ：Long-term careInformation system For Evidence）」に情報を提出し、当該情報及びフィードバック 

情報を活用することが望ましい。  

 

２ 内容及び手続の説明及び同意〔第７条〕 

１ 介護医療院サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第 29条に規定

する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重
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要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。 

入所申込者に対し適切な介護医療院サービスを提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、入所

申込者又はその家族に対し、当該介護医療院の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦

情処理の体制等の入所申込者がサービスを選択するために必要な重要事項をわかりやすい説明書やパンフレ

ット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該施設から介護医療院サービスの提供を受けることにつ

き同意を得なければならないこととしたものであること。なお、当該同意については、入所申込者及び介護

医療院双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。 

２ 介護医療院は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、重要事項説明書の交付に代えて、

当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」

という。）により提供することができる。この場合において、当該介護医療院は、当該文書を交付したもの

とみなす。 

① 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 

イ 介護医療院の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続す

る電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

ロ 介護医療院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を

電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受け

る旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護医療院の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルにその旨を記録する方法) 

② 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録してお

くことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

３ ２に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成する

ことができるものでなければならない。 

４ 「電子情報処理組織」とは、介護医療院の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に

係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 介護医療院は、第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、

当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は

電磁的方法による承諾を得なければならない。 

① ２に掲げる方法のうち介護医療院が使用するもの 

② ファイルへの記録の方式 

６ 当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申

出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、重要事項説明書の提供を電磁的方法によってし

てはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び承諾をした場合は、この限りでない。 

 

３ 提供拒否の禁止〔第８条〕 

介護医療院は正当な理由がなく介護医療院サービスの提供を拒んではならない。 

原則として、入所申込に対して応じなければならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の

多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。提供を拒むことのできる正当な理由があ

る場合とは、入院治療の必要がある場合その他入所者に対し自ら適切な介護医療院サービスを提供することが

困難な場合である。 

 

４ サービス提供困難時の対応〔第９条〕 

介護医療院は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困

難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならな

い。 

入所申込者の病状からみて、その病状が重篤なために介護医療院での対応が困難であり、病院又は診療所で

の入院治療が必要であると認められる場合には、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに

講じなければならないものであること。 
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５ 受給資格等の確認〔第10条〕 

１ 介護医療院は、介護医療院サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によっ

て、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 介護医療院は、前項の被保険者証に法第 73 条第２項に規定する認定審査会意見が記載されているとき

は、当該認定審査会意見に配慮して、介護医療院サービスを提供するように努めなければならない。 

 

６ 要介護認定の申請に係る援助〔第11条〕 

１ 介護医療院は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に

行われているかどうかを確認し、当該申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やか

に当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 介護医療院は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満

了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

 

７ 入退所〔第12条〕 

１ 介護医療院は、その心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし療養上の管理、看護、医学的

管理の下における介護及び機能訓練その他医療等が必要であると認められる者を対象に、介護医療院サー

ビスを提供するものとする。 

２ 介護医療院は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、長期

にわたる療養及び医学的管理の下における介護の必要性を勘案し、介護医療院サービスを受ける必要性が

高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。 

３ 介護医療院は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、

その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等（法第８条第24項に規定する指定居宅サービス

等をいう。第28条において同じ。)の利用状況等の把握に努めなければならない。 

４ 介護医療院は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において

日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければならない。 

５ 前項の検討に当たっては、医師、薬剤師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議

しなければならない。 

６ 介護医療院は、入所者の退所に際しては、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、

居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、

退所後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。 

 

８ サービスの提供の記録〔第 13条〕 

１ 介護医療院は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所

に際しては退所の年月日を、入所者の被保険者証に記載しなければならない。 

２ 介護医療院は、介護医療院サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しな

ければならない。 

＜実地指導における不適正事例＞ 

・入所者の被保険者証に入所の年月日、介護保険施設の種類及び名称、退所の年月日 

の記載がされていない。 

 

 

９ 利用料等の受領〔第14条〕 

１ 介護医療院は、法定代理受領サービス（法第48条第４項の規定により施設介護サービス費（同条第１項

に規定する施設介護サービス費をいう。以下この項及び第 46 条第１項において同じ。）が入所者に代わり

当該介護医療院に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る介護医療院サービスをいう。以下同じ。）

に該当する介護医療院サービスを提供した際には、入所者から利用料（施設介護サービス費の支給の対象

となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）の一部として、当該介護医療院サービスについて法第 48 条第
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２項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該介護医療院サービ

スに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護医療院サービスに要した費用の額とする。次項及び第

46条において「施設サービス費用基準額」という。）から当該介護医療院に支払われる施設介護サービス費

の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。 

２ 介護医療院は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスを提供した際に入所者から支払

を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければな

らない。 

３ 介護医療院は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 

① 食事の提供に要する費用（法第 51 条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に

支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額(同条第４項の規定により当該特定

入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われた場合は、同条第２項第１号に規定

する食費の負担限度額)を限度とする。） 

② 居住に要する費用（法第 51 条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給さ

れた場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額(同条第４項の規定により当該特定入所

者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われた場合は、同条第２項第２号に規定する

居住費の負担限度額)を限度とする。） 

③ 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要と

なる費用 

④ 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要とな

る費用 

⑤ 理美容代 

⑥ 前各号に掲げるもののほか、介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活において

も通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項①から④までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 介護医療院は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者

又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を

得なければならない。ただし、同項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については、文書によ

るものとする。 
 

１０ 保険給付の請求のための証明書の交付〔第15条〕 

介護医療院は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスに係る費用の支払を受けた場合は、

提供した介護医療院サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書

を入所者に対して交付しなければならない。 
 
１１ 介護医療院サービスの取扱方針〔第16条〕 

１ 介護医療院は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、

その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。 

２ 介護医療院のサービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して

行われなければならない。 

３ 従業者は、介護医療院サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、

療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。 

４ 介護医療院は、介護医療院サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身

体的拘束等」という。)を行ってはならない。 

５ 介護医療院は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。〔医師が診療録に記載しなければならない〕 

６ 介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

① 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（「テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下

「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 
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「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以下「身体的拘束適正化検討委員会」と

いう。）とは、身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種（例えば、施設

長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、支援相談員）により構成する。構成メンバーの責

務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体的拘束適正化対応策を担当する者を決めておくこと

が必要である。 

なお、身体的拘束適正化検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが

必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置して

いる場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。身体的拘束適正化検討委員会の責

任者はケア全般の責任者であることが望ましい。また、身体的拘束適正化検討委員会には、第三者や専

門家を活用することが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等が考えられる。 

また、身体的拘束適正化検討委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニ

ケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ

ンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

介護医療院が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束適正化について、

施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的とし

たものではないことに留意することが必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

１ 身体的拘束について報告するための様式を整備すること。 

２ 介護職員その他の従業者は、身体的拘束の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、１

の様式に従い、身体的拘束について報告すること。 

３ 身体的拘束適正化のための委員会において、２により報告された事例を集計し、分析すること。 

４ 事例の分析に当たっては、身体的拘束の発生時の状況等を分析し、身体的拘束の発生原因、結果

等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

５ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

６ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

②  身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

介護医療院が整備する「身体拘束適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

１  施設における身体的拘束適正化に関する基本的考え方 

２  身体的拘束適正化のための委員会その他施設内の組織に関する事項 

３  身体的拘束適正化のための職員研修に関する基本方針 

４  施設内で発生した身体的拘束の報告方法等のための方策に関する基本方針 

５  身体的拘束発生時の対応に関する基本方針 

６  入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

７  その他身体的拘束適正化の推進のために必要な基本方針 

③ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

介護職員その他の従業者に対する身体的拘束適正化のための研修の内容としては、身体的拘束適正化

の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該介護医療院における指針に基づき、適正

化の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該介護医療院が指針に基づいた研修プログラムを作

成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束適正化の研修

を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員研修施設内での研

修で差し支えない。 

 

７ 介護医療院は、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければ

ならない。 
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＜実地指導における不適正事例＞ 

・身体的拘束の内容の変更又は拘束期間が切れて継続的に身体的拘束を行う際に入居 

者又は家族に対して身体拘束の内容、目的、拘束の時間帯、期間等について十分 

な説明を行っておらず、また文章での同意を得ていなかった。 

 ・身体的拘束の期間について明確に期間を定めていない。 

 ・身体的拘束適正化の研修が年に１回しか実施されていない。 

 
１２ 施設サービス計画の作成〔第 17条〕  

入所者の課題分析、サービス担当者会議の開催、施設サービス計画の作成、施設サービス計画の実施状況

の把握など、施設サービスが施設サービス計画に基づいて適切に行われるよう、施設サービス計画に係る一連

の業務のあり方及び当該業務を行う介護支援専門員（以下「計画担当介護支援専門員」という。）の責務を明

らかにしたものである。なお、施設サービス計画の作成及びその実施に当たっては、いたずらにこれを入所者

に強制することとならないように留意するものとする。 

１ 管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

介護医療院の管理者は、施設サービス計画の作成に関する業務の主要な過程を計画担当介護支援専門員に

担当させることとしたものである。 

２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下この条及び第28条において「計画担当

介護支援専門員」という。）は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する

観点から、地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付

けるよう努めなければならない。 

施設サービス計画は、入所者の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要である。この

ため、施設サービス計画の作成又は変更に当たっては、入所者の希望や課題分析の結果に基づき、介護給付

等対象サービス以外の、当該地域の住民による入所者の話し相手、会食などの自発的な活動によるサービス

等も含めて施設サービス計画に位置付けることにより、総合的な計画となるよう努めなければならない。 

３ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者につい

て、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、

入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければなら

ない。 

施設サービス計画は、個々の入所者の特性に応じて作成されることが重要である。このため計画担当介護

支援専門員は、施設サービス計画の作成に先立ち入所者の課題分析を行わなければならない。 

課題分析とは、入所者の有する日常生活上の能力や入所者を取り巻く環境等の評価を通じて入所者が生活

の質を維持・向上させていく上で生じている問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことが

できるように支援する上で解決すべき課題を把握することであり、入所者の生活全般についてその状態を十

分把握することが重要である。 

なお、課題分析は、計画担当介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われてはならず、入

所者の課題を客観的に抽出するための手法として合理的なものと認められる適切な方法を用いなければなら

ないものである。 

４ 計画担当介護支援専門員は、前項の規定による解決すべき課題の把握（次項及び第９項において「アセ

スメント」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合にお

いて、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得な

ければならない。 

計画担当介護支援専門員は、アセスメントに当たっては、必ず入所者及びその家族に面接して行わなけれ

ばならない。この場合において、入所者やその家族との間の信頼関係、協働関係の構築が重要であり、計画

担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならな

い。なお、このため、計画担当介護支援専門員は面接技法等の研鑚に努めることが重要である。なお、家族

への面接については、幅広く課題を把握する観点から、テレビ電話等の通信機器等の活用により行われるも

のを含むものとする。 

５ 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望、入所者についてのアセスメントの結果及び医師の治療の方

針に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の
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方針、生活全般の解決すべき課題、介護医療院サービスの目標及びその達成時期、介護医療院サービスの

内容、介護医療院サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなけ

ればならない。 

計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画が入所者の生活の質に直接影響する重要なものであること

を十分に認識し、施設サービス計画原案を作成しなければならない。したがって、施設サービス計画原案

は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果による専門的見地並びに介護医療院の医師の治

療方針に基づき、入所者の家族の希望を勘案した上で、実現可能なものとする必要がある。 

また、当該施設サービス計画原案には、入所者及びその家族の生活に対する意向及び総合的な援助の方針

並びに生活全般の解決すべき課題に加え、各種サービス（医療、リハビリテーション、看護、介護、食事

等）に係る目標を具体的に設定し記載する必要がある。さらに提供される施設サービスについて、その長期

的な目標及びそれを達成するための短期的な目標並びにそれらの達成時期等を明確に盛り込み、当該達成時

期には施設サービス計画及び提供したサービスの評価を行い得るようにすることが重要である。 

なお、ここでいう介護医療院サービスの内容には、当該介護医療院の行事及び日課を含むものである。 

施設サービス計画の作成にあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス

に関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアが実施できるよう、多職種が

連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対する介護医療院サービスの提供に当たる

他の担当者（以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族（以下この項において「入所者等」という。）

が参加する場合にあっては、テレビ電話措置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。）

をいう。第 11 項において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の

内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

計画担当介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い施設サービス計画とするため、施設サービス

の目標を達成するために、具体的なサービスの内容として何ができるかなどについて、施設サービス計画原

案に位置付けた施設サービスの担当者からなるサービス担当者会議の開催又は当該担当者への照会等によ

り、専門的な見地からの意見を求め調整を図ることが重要である。なお、計画担当介護支援専門員は、入所

者の状態を分析し、複数職種間で直接に意見調整を行う必要の有無について十分見極める必要があるもので

ある。 

サービス担当者会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又は

その家族（以下この⑹において「入所者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活

用について当該入所者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、同項で定める他の担当者とは、医師、薬剤師、看護・介護職員、理学療法士等、管理栄養士等の当

該入所者の介護及び生活状況等に関係する者を指すものである。 

７ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明

し、文書により入所者の同意を得なければならない。 

施設サービス計画は、入所者の希望を尊重して作成されなければならない。このため、計画担当介護支援

専門員に、施設サービス計画の作成に当たっては、これに位置付けるサービスの内容を説明した上で文書に

よって入所者の同意を得ることを義務づけることにより、サービスの内容への入所者の意向の反映の機会を

保障しようとするものである。 

なお、当該説明及び同意を要する施設サービス計画の原案とは、いわゆる施設サービス計画書の第１表及

び第２表（「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」（平成11年 11月 12日老

企第 29号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）に示す標準様式を指す。）に相当するものを指すものであ

る。 

また、施設サービス計画の原案について、入所者に対して説明し、同意を得ることを義務づけているが、

必要に応じて入所者の家族に対しても説明を行い同意を得る（通信機器等の活用により行われるものを含

む。）ことが望ましいことに留意されたい。 
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８ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者に交 

付しなければならない。 

施設サービス計画を作成した際には、遅滞なく入所者に交付しなければならない。 

なお、交付した施設サービス計画は、基準省令第 42条第２項の規定に基づき、各指定権者の定める基準

に沿って、５年間保存しておかなければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握（入所者

についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。 

計画担当介護支援専門員は、入所者の解決すべき課題の変化に留意することが重要であり、施設サービス

計画の作成後においても、入所者及びその家族並びに他のサービス担当者と継続して連絡調整を行い、施設

サービス計画の実施状況の把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」と

いう。）を行い、入所者の解決すべき課題の変化が認められる場合等必要に応じて施設サービス計画の変更

を行うものとする。 

なお、入所者の解決すべき課題の変化は、入所者に直接サービスを提供する他のサービス担当者により把

握されることも多いことから、計画担当介護支援専門員は、他のサービス担当者と緊密な連携を図り、入所

者の解決すべき課題の変化が認められる場合には、円滑に連絡が行われる体制の整備に努めなければならな

い。 

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（第２号において「モニタリング」という。)

に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限

り、次に定めるところにより行わなければならない。 

① 定期的に入所者に面接すること。 

② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

施設サービス計画の作成後のモニタリングについては、定期的に、入所者と面接して行う必要がある。ま

た、モニタリングの結果についても定期的に記録することが必要である。「定期的に」の頻度については、

入所者の心身の状況等に応じて適切に判断するものとする。 

また、特段の事情とは、入所者の事情により、入所者に面接することができない場合を主として指すもの

であり、計画担当介護支援専門員に起因する事情は含まれない。なお、当該特段の事情がある場合について

は、その具体的な内容を記録しておくことが必要である。 

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する

照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求め

るものとする。 

① 入所者が法第28条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

② 入所者が法第29条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

12 第２項から第８項までの規定は、第９項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。 

計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を変更する際には、原則として、基準省令第 17条第２項

から第８項に規定された施設サービス計画作成に当たっての一連の業務を行うことが必要である。 

なお、入所者の希望による軽微な変更を行う場合には、この必要はないものとする。ただし、この場合に

おいても、計画担当介護支援専門員が、入所者の解決すべき課題の変化に留意することが重要であること

は、同条第９項（（９）施設サービス計画の実施状況等の把握及び評価等）に規定したとおりであるので念

のため申し添える。 

     

＜実地指導における不適正事例＞ 

施設サービス計画の長期目標と短期目標の期間が同じ期間になっていた 

 

１３ 診療の方針〔第18条〕 

医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

① 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、

療養上妥当適切に行う。 

② 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健

康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。 
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③ 常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族

に対し、適切な指導を行う。 

④ 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行う。 

⑤ 特殊な療法、新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。 

⑥ 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方してはならない。ただし、

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35年法律第 145号)第２条

第17項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、

この限りではない。 

 

１４ 必要な医療の提供が困難な場合等の措置等〔第19条〕 

１ 医師は、入所者の病状からみて当該介護医療院において自ら必要な医療を提供することが困難であると

認めたときは、協力病院その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、又は他の医師の

対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。 

２ 医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させてはならな

い。 

３ 医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該病

院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければなら

ない。 

４ 医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師

若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診

療を行わなければならない。 

 

１５ 機能訓練〔第20条〕 

介護医療院は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業

療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。 

リハビリテーションの提供に当たっては、入所者の心身の状況及び家庭環境等を十分に踏まえて、日常生

活の自立を助けるため、必要に応じて提供しなければならないものとする。 

 

１６ 栄養管理〔第20条の２〕（令和６年３月３１日までは努力義務） 

   介護医療院は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各 

入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。 

介護医療院の入所者に対する栄養管理について、令和３年度より栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケ

ア・マネジメントを基本サービスとして行うことを踏まえ、管理栄養士が、入所者の栄養状態に応じて、計

画的に行うべきことを定めたものである。ただし、栄養士のみが配置されている施設や栄養士又は管理栄養

士を置かないことができる施設については、併設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこととする。 

栄養管理について、以下の手順により行うこととする。 

 

イ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員そ

の他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成

すること。栄養ケア計画の作成に当たっては、施設サービス計画との整合性を図ること。 

なお、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養 

ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

ロ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養士が栄養管理を行うとともに、入所者の栄養状態を定期 

的に記録すること。 

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直すこと。 

ニ 栄養ケア・マネジメントの実務等については、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び

口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３

月 16 日老認発 0316 第３号、老老発 0316 第２号）第４において示しているので、参考とされたい。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
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等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第９号。以下「令和３年改正省令」という。）附則第８条

において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月31 日までの間は、努力義務とされている。 

 

１７ 口腔衛生の管理〔第20条の３〕（令和６年３月３１日までは努力義務） 

   介護医療院は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生 

の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 

介護医療院の入所者に対する口腔衛生の管理について、令和３年度より口腔衛生管理体制加算を廃止し、

基本サービスとして行うことを踏まえ、入所者の口腔の健康状態に応じて、以下の手順により計画的に行う

べきことを定めたものである。 

⑴ 当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対す

る口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年２回以上行うこと。 

⑵ ⑴の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画

を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。なお、口腔衛生の管理体制に係

る計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合はその記載をもって口腔衛生の管理体制

に係る計画の作成に代えることができるものとすること。 

イ 助言を行った歯科医師 

ロ 歯科医師からの助言の要点 

ハ 具体的方策 

ニ 当該施設における実施目標 

ホ 留意事項・特記事項 

⑶ 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技術的助言

及び指導又は⑵の計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛

生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第９条において、３年間の経過措置を設 

けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

 

１８ 看護及び医学的管理の下における介護〔第21条〕 

１ 看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者

の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 介護医療院は、１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならな

い。 

入浴の実施に当たっては、入所者の自立支援に資するよう、その心身の状況を踏まえ、特別浴槽を用いた

入浴や介助浴等適切な方法により実施すること。 

なお、入所者の心身の状況から入浴が困難である場合には、清しきを実施するなどにより身体の清潔保持

に努めること。 

３ 介護医療院は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じ、適切な方法により、排せ

つの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 介護医療院は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。 

排せつに係る介護に当たっては、入所者の心身の状況や排せつ状況などをもとに、トイレ誘導や入所者の

自立支援に配慮した排せつ介助など適切な方法により実施すること。なお、おむつを使用せざるを得ない場

合には、入所者の心身及び活動状況に適したおむつを提供し、適切におむつ交換を実施すること。 

５ 介護医療院は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整

備しなければならない。 

「介護医療院は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整

備しなければならない。」とは、褥瘡の予防に関わる施設における整備や褥瘡に関する基礎的知識を持ち、

日常的なケアにおいて介護職員等が配慮することにより、褥瘡発生の予防効果を向上させることを想定して

いる。例えば、次のようなことが考えられる。 

① 当該施設における褥瘡のハイリスク者（日常生活自立度が低い入所者等）に対し、褥瘡予防のための

計画の作成、実践並びに評価をする。 
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② 当該施設において、専任の施設内褥瘡予防対策を担当する者（看護師が望ましい。）を決めておく。 

③ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等からなる褥瘡対策チームを設置する。 

④ 当該施設における褥瘡対策のための指針を整備する。 

⑤ 介護職員等に対し、褥瘡対策に関する施設内職員継続教育を実施する。 

また、施設外の専門家による相談、指導を積極的に活用することが望ましい。 

 

６ 介護医療院は、前各項に定めるほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適

切に行わなければならない。 

７ 介護医療院は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該介護医療院の従業者以外の者による看

護及び介護を受けさせてはならない。 
 
１９ 食事の提供〔第22条〕 

１ 入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切

な時間に行われなければならない。 

２ 入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければ

ならない。 

① 食事の提供について 

個々の入所者の栄養状態に応じて、摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養管理を行うとともに、入所

者の栄養状態、身体の状況並びに病状及び嗜好を定期的に把握し、それに基づき計画的な食事の提供を行う

こと。また、入所者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂等で行われるよう努めなければならな

いこと。 

② 調理について 

調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかにしておくこと。 

③ 適時の食事の提供について 

食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６時以降とすることが望ましいが、早くても午後５時以降とす

ること。 

④ 食事の提供に関する業務の委託について 

食事の提供に関する業務は介護医療院自らが行うことが望ましいが、栄養管理、調理管理、材料管理、施設

等管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理について施設自らが行う等、当該施設の管理者が業務遂行上必

要な注意を果たし得るような体制と契約内容により、食事サービスの質が確保される場合には、当該施設の

最終的責任の下で第三者に委託することができること。 

⑤ 療養室関係部門と食事関係部門との連携について 

食事提供については、入所者の嚥下や咀嚼の状況、食欲など心身の状態等を当該入所者の食事に的確に反映

させるために、療養室関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられていることが必要であること。 

⑥ 栄養食事相談 

入所者に対しては適切な栄養食事相談を行う必要があること。 

⑦ 食事内容の検討について 

食事内容については、当該施設の医師又は栄養士若しくは管理栄養士を含む会議において検討が加えられな

ければならないこと。 
 
２０ 相談及び援助〔第23条〕 

介護医療院は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又

はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 
 
２１ その他のサービスの提供〔第 24条〕 

１ 介護医療院は、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。 

２ 介護医療院は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保

するよう努めなければならない。 

 

２２ 入所者に関する市町村への通知〔第25条〕 

介護医療院は、介護医療院サービスを受けている入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意
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見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

① 正当な理由なしに介護医療院サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度

を増進させたと認められるとき。 

② 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

２３ 管理者による管理〔第26条〕 

管理者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護医療

院の管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所若しくは施設等又はサテライト型特定施設(指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 34号）第 110

条第４項に規定するサテライト型特定施設をいう。)若しくはサテライト型居住施設(同令第 131条第４項に

規定するサテライト型居住施設をいう。)の職務に従事することができるものとする。 

介護医療院の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該介護医療院の管理業務に従事するものであ

る。ただし、以下の場合であって、介護医療院の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることがで

きるものとする。 

① 当該介護医療院の従業者としての職務に従事する場合 

② 当該介護医療院と同一敷地内にある他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する

場合であって、特に当該介護医療院の管理業務に支障がないと認められる場合 

③ 当該介護医療院が本体施設であって、当該本体施設のサテライト型小規模介護老人保健施設、サテラ

イト型特定施設である指定地域密着型特定施設又はサテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福

祉施設の管理者又は従業者としての職務に従事する場合 

 

２４ 管理者の責務〔第27条〕 

１ 管理者は、当該介護医療院の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなけれ

ばならない。 

２ 介護医療院の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 

３ 介護医療院の管理者は、介護医療院に医師を宿直させなければならない。ただし、当該介護医療院の入

所者に対するサービスの提供に支障がない場合にあっては、この限りではない。 

ａ Ⅱ型療養床のみを有する介護医療院である場合 

ｂ 医療機関併設型介護医療院であり同一敷地内又は隣接する敷地にある病院又は診療所との連携が確保

されており、当該介護医療院の入所者の病状が急変した場合に当該病院又は診療所の医師が速やかに診

察を行う体制が確保されている場合 

ｃ その他、医療法施行規則第９条の 15の２に定める場合と同様に、介護医療院の入所者の病状が急変し

た場合においても当該介護医療院の医師が速やかに診察を行う体制が確保されているものとして都道府

県知事に認められている場合 

 

２５ 計画担当介護支援専門員の責務〔第28条〕 

計画担当介護支援専門員は、第 17条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

① 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の

状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。 

② 入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営

むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録すること。 

③ 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して

情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。 

④ 苦情の内容等の記録を行うこと。 

⑤ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行うこと。 

 

２６ 運営規程〔第29条〕 

介護医療院は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第３５条第１項において「「運営

規程」という。)を定めておかなければならない。 
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① 施設の目的及び運営の方針 

② 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに当たっ

ては、基準省令第４条において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載する

ことも差し支えない（基準省令第７条に規定する重要事項を記した文書に記載する場合についても、同様とする。）。 

 

③ 入所定員(Ⅰ型療養床に係る入所定員の数、Ⅱ型療養床に係る入所定員の数及びその合計数をいう。) 

④ 入所者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

⑤ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑥ 非常災害対策 

⑦ 虐待の防止のための措置に関する事項（令和６年３月 31日までは努力義務） 

⑧ その他施設の運営に関する重要事項 

「その他の施設の運営に関する重要事項」とは、 

ａ 当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を

行う際の手続について定めておくことが望ましい。 

ｂ 当該施設における医師の宿直の有無について定めておくこと。Ⅱ型療養床のみを有する介護医療院で

ある場合など医師の宿直がない施設についてはその事由について定めておくこと。 

 

２７ 勤務体制の確保等〔第30条〕 

１ 介護医療院は、入所者に対し、適切な介護医療院サービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定

めておかなければならない。 

２ 介護医療院は、当該介護医療院の従業者によって介護医療院サービスを提供しなければならない。ただ

し、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 介護医療院は、従業者に対し、その資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

 その際、当該介護医療院は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条 

第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護 

に係る基本的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

介護医療院に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護

基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけることとしたものであり、これは、介護に

関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の

人の尊厳の保障を実現していく観点から実施するものであること。 

当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知

識及び技術を習得している者とすることとし、具体的には、同条第３項において規定されている看護師、准

看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研

修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉

士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養

士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第５条において、３年間の経過措置を設

けており、令和６年３月 31 日までの間は、努力義務とされている。介護医療院は、令和６年３月 31 日ま

でに医療・福祉関係資格を有さない全ての従業者に対し認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置

を講じなければならない。また、新卒採用、中途採用を問わず、施設が新たに採用した従業者（医療・福祉

関係資格を有さない者に限る。）に対する当該義務付けの適用については、採用後１年間の猶予期間を設け

ることとし、採用後１年を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講させることとする（この場合について

も、令和６年３月 31日までは努力義務で差し支えない。 

 

４ 介護医療院は、適切な介護医療院サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言 

動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当を超えたものにより従事者の就業環境 

ががいされることを防止するための方針の明確等の必要な措置を講じなければならない。 
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同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第

113 号）第 11 条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関 

する法律（昭和 41 年法律第132 号）第 30 条の２第１項の規定に基づき、事業主には、職場におけるセク

シュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメント」という。）の防止のため

の雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏まえ、規定したものである。事業主が講ず

べき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組については、次のとおりとする。なお、セク

シュアルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、入所者やその家族等から受けるものも含まれるこ

とに留意すること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用

管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18 年厚生労働省告示第 615 号）及び事業主が職場における 

優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和

２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」という。）において規定されているとおり

であるが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。 

ａ 事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確

化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定

め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 24 号）附則第３条の規定

により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する

法律第 30 条の２第１項の規定により、中小企業（医療・介護を含むサービス業を主たる事業とする事業

主については資本金が 5000 万円以下又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の企業）は、令和４年４

月１日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点か

ら、必要な措置を講じるよう努められたい。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止

のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に応じ、適切に

対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、

行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、

業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されている。介護現場では特に、入所者又はその家族等からの

カスタマーハラスメントの防止が求められていることから、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の

必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職

員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。この際、上記マニュアルや手

引きについては、以下の厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にされたい。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

 

２８ 業務継続計画の策定等〔第 30条の2〕（令和６年３月31日までは努力義務） 

１ 介護医療院は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」とい

う。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければらならい。 

２ 介護医療院は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施しなければならない。 

※計画の策定、研修及び訓練の実施については、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支

えない。 

※研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

※業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施設・ 
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事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所にお 

ける自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域によって 

異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継 

続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。 

 

ⅰ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

ⅱ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対 

策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

 

※ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平 

常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。職員教育を組織的に浸 

透させていくために、定期的（年２回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を 

実施すること。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る 

研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えな 

い。 

※ 訓練（シミュレーション）においては、業務継続計画に基づき、施設内の役割分担の確認、感染症 

や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年２回以上）に実施するものとする。 

なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練 

と一体的に実施することも差し支えない。訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないもの 

の、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

３ 介護医療院は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものと

する。 

 

２９ 定員の遵守〔第31条〕 

介護医療院は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他の

やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 
 
３０ 非常災害対策〔第32条〕 

１ 介護医療院は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整 

備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけれ 

ばならない。 

  ２ 介護医療院は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなけ 

ればならない。 

介護医療院の開設者が前項に規定する避難、救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の

参加が得られるよう努めることとしたものであり、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、

訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要である。訓練の実施に当たっては、消防関係者

の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとすること。 

 

３１ 衛生管理等〔第33条〕 

１ 介護医療院は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理

に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければなら

ない。 
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① 調理及び配膳に伴う衛生は、食品衛生法（昭和 22年法律第 233号）等関係法規に準じて行われなければ

ならない。なお、食事の提供に使用する食器等の消毒も適正に行われなければならないこと。 

② 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求める

とともに、常に密接な連携を保つこと。 

③ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その発生及

びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これに基づき、適切な措置を

講じること。 

④ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

２ 介護医療院は、当該介護医療院において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

① 当該介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるるものとする。）をおおむね３月に１回以上開催する

とともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

＜感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会＞ 

当該施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（以下「感染

対策委員会」という。）であり、幅広い職種（例えば、当該施設の管理者、事務長、医師、看護職員、介護

職員、栄養士又は管理栄養士、生活相談員）により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にす

るとともに、専任の感染対策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要で

ある。感染対策委員会は、入所者の状況など施設の状況に応じ、おおむね３月に１回以上、定期的に開催す

るとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委

員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労

働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、運営委員会など施設内の他の委員会と独立して設置・運営することが必要であ

るが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、こ

れと一体的に設置・運営することとして差し支えない。感染対策担当者は看護師であることが望ましい。 

また、施設外の感染管理等の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

② 当該介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

＜感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針＞ 

当該施設における「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発

生時の対応を規定する。 

平常時の対策としては、施設内の衛生管理（環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理等）、日常の

ケアにかかる感染対策（標準的な予防策（例えば、血液・体液・分泌液・排泄物（便）などに触れるとき、

傷や創傷皮膚に触れるときどのようにするかなどの取り決め）、手洗いの基本、早期発見のための日常の観

察項目）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村におけ

る施設関係課等の関係機関との連携、医療処置、行政への報告等が想定される。また、発生時における施設

内の連絡体制や前記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照されたい。 

③ 当該介護医療院において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止 

のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。（令和６年３月３ 

１日までは努力義務） 

＜感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修＞ 

介護職員その他の従業者に対する「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、

感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設における指針に基づいた衛生管

理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該施設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期

的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず感染対策研修を実施することが重要であ

る。また、調理や清掃などの業務を委託する場合には、委託を受けて行う者に対しても、施設の指針が周知

されるようにする必要がある。 
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また、研修の実施内容についても記録することが必要である。 

研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用

するなど、施設内での研修で差し支えない。 

＜感染症の予防及びまん延の防止のための訓練＞ 

平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を

定期的（年２回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できる

よう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、施設内の役割分担の確認や、感染対策をした上で

のケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合

わせながら実施することが適切である。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第 11条において、３年間の経過措置を

設けており、令和６年３月３１ 日までの間は、努力義務とされている。 

④ 前３号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処

等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感

染症や既往であっても、一定の場合を除き、サービス提供を断る正当な理由には該当しないものである。こ

うした者が入所する場合には、感染対策担当者は、介護職員その他の従業者に対し、当該感染症に関する知

識、対応等について周知することが必要である。 

３ 次に掲げる業務を委託する場合は、入所定員の規模に応じ医療法施行規則に準じて行うこと。 

 ① 検体検査の業務 

 ② 医療機器及び又は医学的処置の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務 

 ③ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第２条第８項に規定する特定保 

守管理医療機器の保守点検の業務 

 ④ 診療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務（高圧ガス保安法（昭和 26年法律第 204号）の規

定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。） 

 

３２ 協力病院〔第34条〕 

１ 介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定めておかなければなら

ない。 

２ 介護医療院は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

選定に当たっては、必要に応じ、地域の関係団体の協力を得て行われるものとするほか、次の点に留意する

こと。 

① 協力病院は、介護医療院から自動車等による移送に要する時間がおおむね 20分以内の近距離にあること。 

② 当該病院が標榜している診療科名等からみて、病状急変等の事態に適切に対応できるものであること。 

③ 協力病院に対しては、入所者の入院や休日夜間等における対応について円滑な協力を得るため、あらかじ

め必要な事項を取り決めておくこと。 

 

３３ 掲示〔第35条〕 

１ 介護医療院は、当該介護医療院の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、

利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

介護医療院は、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサー

ビスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開

示状況）等の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を介護医療院の見やすい場所に掲示

することを規定したものであるが、次に掲げる点に留意する必要がある。 

① 施設の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの入所申込者、入所者又はその家族に対し

て見やすい場所のことであること。 

② 従業者の勤務の体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、従業者の

氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

 

-25-



  ２ 介護医療院は、前項に規定する事項を記載した書面を当該介護医療院に備え付け、かつ、これをいつで 

   も関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 

 重要事項を記載したファイル等を介護サービスの入所申込者、入所者又はその家族等が自由に閲覧可能な

形で当該介護医療院内に備え付けることで同条第１項の掲示に代えることができることを規定したものである。 

 

＜実地指導における不適正事例＞ 

・介護サービス費の料金や苦情相談窓口を掲示していない。 

 

３４ 秘密保持等〔第36条〕 

１ 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 介護医療院は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘

密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

具体的には、介護医療院は、当該介護医療院の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を

保持すべき旨を、従業者の雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を講ずべき

こととするものであること。 

３ 介護医療院は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文

書により入所者の同意を得ておかなければならない。 

 

３５ 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止〔第37条〕 

１ 介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該介護医療院を紹介す

ることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該介護医療院からの退所者を紹介すること

の対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 
 
３６ 苦情処理〔第38条〕 

１ 介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に

対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

「必要な措置」とは、苦情を受け付けるための窓口を設置することのほか、相談窓口、苦情処理の体制及び

手順等、当該施設における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、これを入所者又は

その家族にサービスの内容を説明する文書に記載するとともに、施設に掲示すること等である。 

２ 介護医療院は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

苦情に対し介護医療院が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（介護医療院が提供したサービ

スとは関係のないものを除く。）の受付日、内容等を記録することを義務づけたものである。 

また、介護医療院は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の

内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきである。 

なお、基準省令第 42条第２項の規定に基づき、苦情の内容等の記録は、各指定権者が定める基準に沿って

５年間保存しなければならない。 

 

３ 介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関し、法第 23条の規定による市町村が行う文書その他の

物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情

に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は

助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 介護医療院は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければなら

ない。 

５ 介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に関して連合会（国民健康保険

法（昭和 33年法律第 192号）第 45条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下この項及び

次項において同じ。）が行う法第 176条第１項第３号の規定による調査に協力するとともに、連合会から同

号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければなら

ない。 
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６ 介護医療院は、連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を連合会に報告しなければなら

ない。 
 
３７ 地域との連携等〔第39条〕 

１ 介護医療院は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の

地域との交流に努めなければならない。 

２ 介護医療院は、その運営に当たっては、提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に関し

て、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努め

なければならない。 

介護サービス相談員を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めることを規定したものである。 

なお、「市町村が実施する事業」には、介護サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、

婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業が含まれるものである。 

 
 
３８ 事故発生の防止及び発生時の対応〔第40条〕 

１ 介護医療院は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 

① 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備す

ること。 

＜事故発生の防止のための指針＞ 

 指針には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方 

ロ 介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ 介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針  

ニ 施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった場合（ヒヤ

リ・ハット事例）及び現状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が高いもの（以下「介護事故等」と

いう。）の報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針 

ホ 介護事故等発生時の対応に関する基本方針 

ヘ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針  

ト その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針 

② 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分

析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 

＜事実の報告及びその分析を通じた改善策の職員に対する周知徹底＞ 

介護医療院が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、介護事故等について、施設全体で

情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して職員の懲罰を目的としたものではないこ

とに留意することが必要である。 

具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 介護事故等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護職員その他の職員は、介護事故等の発生又は発見ごとにその状況、背景等を記録するととも

に、イの様式に従い、介護事故等について報告すること。 

ハ ③の事故発生の防止のための委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介護事故等の発生原因、結果等

をとりまとめ、防止策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底すること。 

ヘ 防止策を講じた後に、その効果について評価すること。 

③ 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）及び従 

業者に対する研修を定期的に行うこと。 

＜事故発生の防止のための委員会＞ 

介護医療院における「事故発生の防止のための検討委員会」（以下「事故防止検討委員会」という。）

は、介護事故発生の防止及び再発防止のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種（例えば、当該施

設の管理者、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員）により構成し、構成メンバーの責務及び役
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割分担を明確にするとともに、専任の安全対策を担当する者を決めておくことが必要である。 

事故防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保

護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚

生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要である

が、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これ

と一体的に設置・運営することとして差し支えない。事故防止検討委員会の責任者はケア全般の責任者であ

ることが望ましい。 

また、事故防止検討委員会に施設外の安全対策の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

＜事故発生の防止のための職員に対する研修＞ 

介護職員その他の職員に対する事故発生の防止のための研修の内容としては、事故発生防止の基礎的内容

等の適切な知識を普及・啓発するとともに、介護医療院における指針に基づき、安全管理の徹底を行うもの

とする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、介護医療院が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定

期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず事故発生の防止の研修を実施すること

が重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員研修施設内での研修で

差し支えない。 

④ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

事故発生防止等の措置を適切に実施するための担当者 

介護医療院における事故発生を防止するための体制として、①から④までに掲げる措置を適切に実施する 

ため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、事故防止検討委員会の安全対策を担当

する者と同一の従業者が務めることが望ましい。 

 なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第 10条において、６ヶ月間の経過措置を

設けており、令和３年９月 30 日までの間は、努力義務とされている。 

２ 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町 

村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３ 介護医療院は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

４ 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行わなければならない。 

賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければならない。そのため、損害賠償保険に加入し

ておくか又は賠償資力を有することが望ましい。 

 

３９ 虐待の防止〔第40条の２〕（令和６年３月３１日までは努力義務） 

 介護医療院は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

  ① 当該介護医療院における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う 

ことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に 

周知徹底すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこで得た

結果（施設における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 
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 ② 当該介護医療院における虐待の防止のための指針を整備すること。 

介護医療院が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 施設における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

 ③ 当該介護医療院において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する 

こと。 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知

識を普及・啓発するものであるとともに、当該介護医療院における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行う

ものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該介護医療院が指針に基づいた研修プログラムを作成

し、定期的な研修（年２回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施

することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、施設内での研修で差し支え

ない。 

③  前３号に掲げる措置を実施するための担当者を置くこと。 

介護医療院における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施するた

め、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従

業者が務めることが望ましい。 

 

４０ 会計の区分〔第41条〕 

介護医療院は、介護医療院サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 
 
４１ 記録の整備〔第42条〕 

１ 介護医療院は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、各指定権

者が定める基準に沿って５年間又は２年間保存しなければならない。 

① 施設サービス計画 

② 第 12 条第４項の規定による居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内

容等の記録 

③ 第13条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

④ 第 16 条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由の記録 

⑤ 第25条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑥ 第38条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑦ 第40条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 
 
４２ 電磁的記録等〔第55条〕 

１ 介護医療院及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、設備及び運営基準において

書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識するこ

とができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。）で行うことが規定されている又は想定されるもの

については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）により行うことができる。 
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２ 介護医療院及びその従業者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」とい

う。）のうち、設備及び運営基準において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、

当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚に

よって認識することができない方法をいう。）によることができる。 
 

２ ユニット型介護医療院 

(1) 趣旨〔第43条〕 

第２条、第３章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型介護医療院（施設の全部において少数の療養室

及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室（当該療養室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むた

めの場所をいう。第45条及び第 49条において同じ。）により一体的に構成される場所（以下「ユニット」と

いう。）ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる介護医療院をいう。以下同じ。）の

基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。 
 

(2) 基本方針〔第44条〕 

１ ユニット型介護医療院は、長期にわたり療養が必要である入居者１人１人の意思及び人格を尊重し、施

設サービス計画に基づき、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しな

がら、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活

上の世話を行うことにより、各ユニットにおいてその入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生

活を営むことを支援しなければならない。 

２ ユニット型介護医療院は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業

者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めなければならない。 

３ ユニット型介護医療院は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うととも

に、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

４ ユニット型介護医療院は、介護医療院サービスを提供するに当たっては、法第118条の２第１項に規定

する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

 

(3) 施設及び設備に関する基準〔第45条〕 

１ 次に掲げる施設を有しなければならない。 

① ユニット イ 療養室 

(1) １の療養室の定員は、１人とすること。ただし、入居者への介護医

療院サービスの提供上必要と認められる場合は、２人とすることができ

る。 

(2) 療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの

共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、１のユニットの入

居者の定員は、原則としておおむね 10人以下とし、15人を超えないもの

とする。 

※ユニットの入居定員 

ユニット型介護医療院は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的

関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するものであることか

ら、１のユニットの入居定員は、おおむね 10 人以下とすることを原則と

する。 

ただし、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律 

的な日常生活を営むことを支援するのに支障がないと認められる場合 

には、入居者の定員が 15 人までのユニットも認める。 

(3) １の療養室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただ

し、(1)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。 
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※ユニット型個室的多床室（経過措置） 

 令和３年４月１日に現に存するユニット型介護医療院（基本的な設備

が完成しているものを含み、令和３年４月１日以降に増築され、又は全

面的に改築された部分を除く。）において、ユニットに属さない療養室

を改修してユニットが造られている場合であり、床面積が、10.65 平方

メートル以上（療養室内に洗面所が設けられているときはその面積を含

み、療養室内に便所が設けられているときはその面積を除く。）である

もの。この場合にあっては、入居者同士の視線が遮断され、入居者のプ

ライバシーが十分に確保されていれば、天井と壁との間に一定の隙間が

生じていても差し支えない。 

壁については、家具等のように可動のもので室内を区分しただけのも

のは認められず、可動でないものであって、プライバシーの確保のため

に適切な素材であることが必要である。療養室であるためには、一定程

度以上の大きさの窓が必要であることから、多床室を仕切って窓のない

療養室を設けたとしても個室的多床室としては認められない。 

また、療養室への入口が、複数の療養室で共同であったり、カーテン

などで仕切られているに過ぎないような場合には、十分なプライバシー

が確保されているとはいえず、個室的多床室としては認められないもの

である。ここで、「標準とする」とは、10.65 平方メートル以上（入院

患者へのサービス提供上必要と認められる場合に２人部屋とするときは

21.3 平方メートル以上）とすることが原則であるが、平成 17 年 10 月

１日に、当該介護医療院に転換する前の現に存する指定介護療養型医療

施設（建築中のものを含む。）が同日において現に有しているユニット

（同日以降に増築又は改築されたものを除く。）転換後の介護医療院に

おいて活用する場合にあっては、建物の構造や敷地上の制約など特別の

事情によって当該面積を確保することが困難であると認められたときに

は、前記の趣旨を損なわない範囲で、10.65平方メートル未満（入院患者

へのサービス提供上必要と認められる場合に２人部屋とするときは 21.3 

平方メートル未満）であっても差し支えない。 

なお、ユニットに属さない療養室を改修してユニットを造る場合に、

療養室がイの要件を満たしていれば、ユニット型個室に分類される。 

(4) 地階に設けてはならないこと。 

(5) １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して

設けること。 

(6) 入居者のプライバシーの確保に配慮した療養床を設けること。 

(7) ナース・コールを設けること。 

ロ 共同生活室 

(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニッ

トの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわし

い形状を有すること。 

(2) １の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属

するユニットの入居者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(3) 必要な設備及び備品を備えること。 

 

ハ 洗面設備 

(1) 療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

ニ 便所 

療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 
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② 診察室 イ 診察室は、次に掲げる施設を有すること。 

(1) 医師が診察を行う施設 

(2) 臨床検査施設 

(3) 調剤を行う施設 

ロ イ(2)の規定にかかわらず、検体検査の業務を委託する場合にあって

は、当該検体検査に係る設備を設けないことができる。 

ハ 臨床検査施設において検体検査を実施する場合にあっては、医療法

施行規則第９条の７から第９条の７の３までの規定を準用する。 

③ 処置室 イ 処置室は、次に掲げる施設を有すること。 

(1) 入居者に対する処置が適切に行われる広さを有する施設 

(2) 診察の用に供するエックス線装置 

ロ イ(1)に規定する施設にあっては、前号イ(1)に規定する施設と兼用す

ることができる。 

④ 機能訓練室 内法による測定で 40平方メートル以上の面積を有し、必要な器械及び器

具を備えること。ただし、ユニット型併設型小規模介護医療院（ユニッ

トごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる医療

機関併設型介護医療院のうち、入居定員が 19人以下のものをいう。）に

あっては、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器

具を備えること。 

⑤ 浴室 イ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽

を設けること。 

④、⑤に掲げる設備は、専ら当該ユニット型介護医療院の用に供する

ものでなければならない。ただし、入居者に対する介護医療院サービス

の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

④  サービス・ステー

ション 

 

⑤  調理室  

⑥  洗濯室又は洗濯場  

⑨ 汚物処理室  

４ ①～⑨に規定するもののほか、ユニット型介護医療院の設備構造の基準は、次に定めるところによる。 

１ ユニット型介護医療院の建物（入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この号及

び次項において同じ。）は、耐火建築物とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす２階建て又は平

屋建てのユニット型介護医療院の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 

イ 療養室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

ロ 療養室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

(1) 当該ユニット型介護医療院の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第 54 条において

準用する第 32 条第１項の計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定める

こと。 

(2) 第54条において準用する第 32条第１項の規定による訓練については、同項の計画に従い、昼間及

び夜間において行うこと。 

(3) 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備する

こと。 

２ 療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること。 

３ 療養室等が３階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を２以上設けること。ただし 

前号の直通階段を建築基準法施行令第 123条第１項の規定による避難階段としての構造とする場合は、そ 

の直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 

４ 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法 

を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、医療法施行規則第 30条、第30条の４、第 30条 
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の13、第30条の14、第30条の16、第30条の17、第30条の18(第１項第４号から第６号までを除く。)、 

第30条の19、第30条の20第２項、第30条の21、第30条の22、第30条の23第１項、第 30条の25、 

第30条の26第３項から第５項まで及び第 30条の27の規定を準用する。この場合において、同令第 30条 

の18第１項中「いずれか及び第４号から第６号までに掲げる措置」とあるのは、「いずれか」と読み替え 

るものとする。 

５ 階段には、手すりを設けること。 

６ 廊下の構造は、次のとおりとすること。 

イ 幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とすること。なお、廊

下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場

合には、1.5メートル以上（中廊下にあっては、1.8メートル以上）として差し支えない。 

ロ 手すりを設けること。 

ハ 常夜灯を設けること。 

７ 入居者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。 

８ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

※都道府県知事（政令市長及び中核市長）が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見

を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型介護医療院の建物であって、

火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要

しない。 

① スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそ

れがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 

② 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能

なものであること。 

③ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能

な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円

滑な避難が可能なものであること。 

(4) 運営に関する基準 

１ 利用料等の受領〔第46条〕 

１ ユニット型介護医療院は、法定代理受領サービスに該当する介護医療院サービスを提供した際には、入

居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型介護医療院に支払われる施設

介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型介護医療院は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスを提供した際に入居

者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにし

なければならない。 

３ ユニット型介護医療院は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けること 

ができる。 

① 食事の提供に要する費用（法第 51 条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に

支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条第４項の規定により当該特定

入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護医療院に支払われた場合は、同条第２項第

１号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

② 居住に要する費用(法第 51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給され

た場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者

介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護医療院に支払われた場合は、同条第２項第２号に

規定する居住費の負担限度額)を限度とする。） 

③ 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要と

なる費用 

④ 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要とな

る費用 

⑤ 理美容代 

⑥ 前各号に掲げるもののほか、介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活において
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も通常必要となるものに係る費用であって、入居者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとす

る。 

５ ユニット型介護医療院は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじ

め、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入居

者の同意を得なければならない。ただし、同項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については、

文書によるものとする。 
 
２ 介護医療院サービスの取扱方針〔第47条〕 

１ 介護医療院サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自

律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の

活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければなら

ない。 

２ 介護医療院サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができる

よう配慮して行われなければならない。 

３ 介護医療院サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。 

４ 介護医療院サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽

減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければなら

ない。 

５ 従業者は、介護医療院サービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等

について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型介護医療院は、介護医療院サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型介護医療院は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

① 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

③ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

９ ユニット型介護医療院は、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行い、常にその改善を図

らなければならない。 
 
３ 看護及び医学的管理の下における介護〔第48条〕 

１ 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律

的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じ、

適切な技術をもって行われなければならない。 

２ ユニット型介護医療院は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況、病状、その

置かれている環境等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型介護医療院は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、

適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清

拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型介護医療院は、入居者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じて、適切な方法

により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型介護医療院は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、

そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型介護医療院は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するため

の体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型介護医療院は、前各項に定めるほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行

為を適切に支援しなければならない。 
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８ ユニット型介護医療院は、その入居者に対して、入居者の負担により、当該ユニット型介護医療院の従

業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

 

４ 食事〔第49条〕 

１ ユニット型介護医療院は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型介護医療院は、入居者の心身の状況、症状、その置かれている環境等に応じて、適切な方法

により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型介護医療院は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者

がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければ

ならない。 

４ ユニット型介護医療院は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、

入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。 

 

５ その他のサービスの提供〔第 50条〕 

１ ユニット型介護医療院は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとと

もに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型介護医療院は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の

機会を確保するよう努めなければならない。 

 

６ 運営規程〔第51条〕 

ユニット型介護医療院は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

① 施設の目的及び運営の方針 

② 従業者の職種、員数及び職務の内容 

従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに当たっては、

基準省令第４条において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載することも差し支

えない（基準省令第７条に規定する重要事項を記した文書に記載する場合についても、同様とする。）。 

③ 入居定員（Ⅰ型療養床に係る入居定員の数、Ⅱ型療養床に係る入居定員の数及びその合計数をいう。） 

④ ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

⑤ 入居者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

⑥ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑦ 非常災害対策 

⑧ 虐待の防止のための措置に関する事項（令和６年３月３１日までは努力義務） 

⑨ その他施設の運営に関する重要事項 

 

７ 勤務体制の確保等〔第52条〕 

１ ユニット型介護医療院は、入居者に対し、適切な介護医療院サービスを提供することができるよう、従

業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、

継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員配置を行わなければならない。 

① 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

② 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務

に従事する職員として配置すること。 

③ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

 

令和３年４月１日以降に、入居定員が 10 を超えるユニットを整備する場合においては、令和３年改正省令附則

第６条の経過措置に従い、夜勤時間帯（午後 10 時から翌日の午前５時までを含めた連続する 16 時間をいい、原則

として施設ごとに設定するものとする。以下同じ。）を含めた介護職員及び看護職員の配置の実態 を勘案し、次

のとおり職員を配置するよう努めるものとする。 
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① 日勤時間帯の介護職員及び看護職員の配置 

ユニットごとに常時１人の配置に加えて、当該ユニットにおいて日勤時間帯（夜勤時間帯に含まれない 

連続する８時間をいい、原則として施設ごとに設定するものとする。以下同じ。）に勤務する別の従業者 

の１日の勤務時間数の合計を８で除して得た数が、入居者の数が 10 を超えて１を増すごとに 0.1 以上 

となるように介護職員又は看護職員を配置するよう努めること。 

② 夜勤時間帯の介護職員及び看護職員の配置 

２ユニットごとに１人の配置に加えて、当該２ユニットにおいて夜勤時間帯に勤務する別の従業者の１ 

日の勤務時間数の合計を 16 で除して得た数が、入居者の合計数が 20 を超えて２又はその端数を増すご 

とに 0.1 以上となるように介護職員又は看護職員を配置するよう努めること。 

なお、基準省令第 52 条第２項第１号及び第２号に規定する職員配置に加えて介護職員又は看護職員を配 

置することを努める時間については、日勤時間帯又は夜勤時間帯に属していればいずれの時間でも構わず、連続す

る時間である必要はない。当該ユニットにおいて行われるケアの内容、入居者の状態等に応じて最も配置が必要で

ある時間に充てるよう努めること。 

 

３ ユニット型介護医療院は、当該ユニット型介護医療院の従業者によって介護医療院サービスを提供しな

ければならない。ただし、入居者に対する介護医療院サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務につい

ては、この限りでない。 

４ ユニット型介護医療院は、従業者に対し、その資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければ

ならない。その際、当該ユニット型介護医療院は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支

援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）

に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。（令和６

年３月31日まで努力義務） 

  ５ ユニット型介護医療院は、適切な介護医療院サービスの提供を確保する観点から、職場において行われ 

る性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものより従 

業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確等の必要な措置を講じなければならない。 

 

８ 定員の遵守〔第53条〕 

ユニット型介護医療院は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居させてはならない。た

だし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

※ 準用 

第７条から第 13条まで、第 15条、第 17条から第 20条の 3まで、第 23条、第 25条から第 28条まで及

び第30条の2から第42条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。この場合において、第７

条第１項中「第29条に規定する運営規程」とあるのは「第 51条に規定する重要事項に関する規程」と、第 27

条第２項中「この章」とあるのは「第５章第３節」と、第 42条第２項第４号中「第 16条第５項」とあるのは

「第47条第７項」と読み替えるものとする。 

 

３ 経過措置（附則） 

１ 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第７条第２項第４号に規定する療養病床等を有する病院又は病床を有

する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和６年３月３１日までの間に転換

（当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医

療院、軽費老人ホーム（老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の６に規定する軽費老人ホームをい

う。）その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以

下同じ。）を行って介護医療院（ユニット型介護医療院を除く。）を開設する場合における当該転換に係る療

養室については、第５条第２項第１号ロの規定にかかわらず、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了す

るまでの間は、入所者１人当たりの床面積は、6.4平方メートル以上とする。〔第２条〕 

２ 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病

床を令和６年３月３１日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の建

物については、第６条第１項第１号及び第 45条第４項第１号の規定は、適用しない。〔第３条〕 

３ 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病
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床を令６年３月３１日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の屋内

の直通階段及びエレベーターについての第６条第１項及び第 45 条第４項第２号の規定の適用については、

第６条第１項第２号及び第 45 条第４項第２号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設け

ること」とあるのは、「屋内の直通階段を２以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又

は２階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル(主要構造部が耐火構造である

か、又は不燃材料(建築基準法第２条第９号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、

100平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を１とすることができる」とする。〔第４条〕 

４ 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病

床を令和６年３月３１日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の療

養室に隣接する廊下については、第６条第１項第６号イ及び第 45 条第４項第６号イの規定にかかわらず、

幅は、1.2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1.6メートル以上とする。〔第５条〕 

５ 平成 18年７月１日から平成 30 年３月 31 日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って介護老人保健施設（以下「介護

療養型老人保健施設」という。）を開設した場合であって、令和６年３月３１日までの間に当該介護療養型老

人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合において、当該介護医療院の建

物（基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部

分を除く。）についての第５条第２項及び第 45条第２項の適用については、第５条第２項第２号イ中「とい

う。）」とあるのは「という。)。ただし、近隣の場所にある医療機関との連携により入所者に対する介護医療

院サービスの提供に支障がない場合にあっては、置かないことができる。」と、「調剤を行う施設」とあるの

は「調剤を行う施設。ただし、近隣の場所にある薬局と連携することにより入所者に対する介護医療院サー

ビスの提供に支障がない場合にあっては、置かないことができる。」と、同項第３号中「という。)」とある

のは「という。)。ただし、近隣の場所にある医療機関との連携により入所者に対する介護医療院サービスの

提供に支障がない場合にあっては、置かないことができる。」と、第 45条第２項第２号イ中「臨床検査施設」

とあるのは「臨床検査施設。ただし、近隣の場所にある医療機関との連携により入居者に対する介護医療院

サービスの提供に支障がない場合にあっては、置かないことができる。」と、「調剤を行う施設」とあるのは

「調剤を行う施設。ただし、近隣の場所にある薬局と連携することにより入居者に対する介護医療院サービ

スの提供に支障がない場合にあっては、置かないことができる。」と、同項第３号中「エックス線装置」とあ

るのは「エックス線装置。ただし、近隣の場所にある医療機関との連携により入居者に対する介護医療院サ

ービスの提供に支障がない場合にあっては、置かないことができる。」とする。〔第６条〕 

６ 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって、令和６年３月３１日までの間に当該介護療養型老人保

健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院(ユニット型介護医療院を除く。)を開設した場合に

おける当該介護医療院に係る療養室については、第５条第２項第１号ロの規定にかかわらず、新築、増築又

は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、入所者１人当たりの床面積は、6.4平方メートル以上とする。

〔第７条〕 

７ 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって、令和６年３月３１日までの間に当該介護療養型老人保

健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合における当該介護医療院の建物につ

いては、第６条第１項第１号及び第 45条第４項第１号の規定は、適用しない。〔第８条〕 

８ 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって、令和６年３月３１日までの間に当該介護療養型老人保

健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合における当該介護医療院の屋内の直

通階段及びエレベーターについての第６条第１項及び第 45 条第４項第２号の規定の適用については、第６

条第１項第２号及び第 45 条第４項第２号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けるこ

と」とあるのは、「屋内の直通階段を２以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は２

階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ 50 平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、

又は不燃材料(建築基準法第２条第９号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、100

平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を一とすることができる」とする。〔第９条〕 

９ 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって、令和６年３月３１日までの間に当該介護療養型老人保

健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合における当該介護医療院の療養室に

隣接する廊下については、第６条第１項第６号イ及び第 45 条第４項第６号イの規定にかかわらず、幅は、

1.2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1.6メートル以上とする。〔第10条〕 

 １０ 病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の病床を令和６年３月３１日までの間に転換を行って介護 
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医療院を開設する場合における当該介護医療院の浴室については、第５条第２項第７号ロ及び第４５条第 

２項第５号ロの規定にかかわらず、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、一般浴槽 

のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した設備を設けることとする。 
 

４ 介護医療院の介護報酬 
 
イ Ⅰ型介護医療院サービス費（１日につき） 

  ①Ⅰ型介護医療院サービス費(i) ②Ⅰ型介護医療院サービス費(ii) 

(1)Ⅰ型介護

医療院サー

ビス費

（Ⅰ） 

 

要介護１       ７１４単位    ８２５単位 

要介護２        ８２４単位 ９３４単位      

要介護３ １，０６０単位      １，１７１単位 

要介護４ １，１６１単位      １，２７１単位      

要介護５ １，２５１単位      １，３６２単位      

(2)Ⅰ型介護

医療院サー

ビス費(Ⅱ) 

要介護１ ７０４単位      ８１３単位      

要介護２ ８１２単位      ９２１単位      

要介護３ １，０４５単位      １，１５４単位      

要介護４ １，１４４単位      １，２５２単位      

要介護５ １，２３３単位      １，３４２単位      

(3)Ⅰ型介護

医療院サー

ビス費(Ⅲ) 

要介護１ ６８８単位      ７９７単位      

要介護２ ７９６単位      ９０５単位      

要介護３ １，０２９単位      １，１３７単位      

要介護４ １，１２７単位      １，２３６単位      

要介護５ １，２１７単位      １，３２６単位      

 

ロ Ⅱ型介護医療院サービス費（１日につき） 

  ①Ⅱ型介護医療院サービス費(i) ②Ⅱ型介護医療院サービス費(ii) 

(1)Ⅱ型介護

医療院サー

ビス費

（Ⅰ） 

要介護１ ６６９単位      ７７９単位      

要介護２ ７６４単位      ８７５単位      

要介護３ ９７２単位      １，０８２単位      

要介護４ １，０５９単位      １，１７０単位      

要介護５ １，１３８単位      １，２４９単位      

(2)Ⅱ型介護

医療院サー

ビス費(Ⅱ) 

要介護１ ６５３単位      ７６３単位      

要介護２ ７４８単位      ８５９単位      

要介護３ ９５４単位      １，０６５単位      

要介護４ １，０４３単位      １，１５４単位      

要介護５ １,１２２単位      １，２３３単位      

(3)Ⅱ型介護

医療院サー

ビス費(Ⅲ) 

要介護１ ６４２単位      ７５２単位      

要介護２ ７３６単位      ８４７単位      

要介護３ ９４３単位      １，０５４単位      

要介護４ １，０３２単位      １，１４３単位      

要介護５ １，１１１単位      １，２２２単位      

 

ハ 特別介護医療院サービス費（１日につき） 

  ①Ⅰ型特別介護医療院サービス費(i) ②Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ii) 

(1)Ⅰ型特別

介護医療院

サービス費 

要介護１ ６５５単位      ７５７単位      

要介護２ ７５６単位      ８６１単位      

要介護３ ９７９単位      １，０８１単位      

要介護４ １，０７１単位      １，１７５単位      
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要介護５ １，１５７単位      １，２５９単位      

(2)Ⅱ型特別

介護医療院

サービス費 

要介護１ ６０８単位      ７１４単位      

要介護２ ７００単位      ８０６単位      

要介護３ ８９７単位      １,００３単位      

要介護４ ９８２単位      １，０８６単位      

要介護５ １，０５６単位      １，１６１単位      
 
ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費（１日につき） 

  ①ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(i) ②ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(ii) 

(1)ユニッ

ト型Ⅰ型介

護医療院サ

ービス費

(Ⅰ) 

要介護１ ８４２単位      ８４２単位      

要介護２ ９５１単位      ９５１単位      

要介護３ １，１８８単位      １，１８８単位      

要介護４ １，２８８単位      １，２８８単位      

要介護５ １，３７９単位      １，３７９単位      

(2)ユニッ

ト型Ⅰ型介

護医療院サ

ービス費

(Ⅱ) 

要介護１ ８３２単位      ８３２単位      

要介護２ ９３９単位      ９３９単位      

要介護３ １，１７３単位      １，１７３単位      

要介護４ １，２７１単位      １，２７１単位      

要介護５ １，３６１単位      １，３６１単位      
 
ホ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費（１日につき） 

 

 
 

ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費（１日につき） 

  ①ユニット型特別介護医療院サービス費(i) ②ユニット型特別介護医療院サービス費(ii) 

(1)ユニッ

ト型Ⅰ型介

護医療院サ

ービス費

(Ⅰ) 

要介護１ ７９１単位      ７９１単位      

要介護２ ８９３単位      ８９３単位      

要介護３ １，１１５単位      １，１１５単位      

要介護４ １，２０９単位      １，２０９単位      

要介護５ １，２９２単位      １，２９２単位      

(2)ユニッ

ト型特別護

医療院サー

ビス費(Ⅱ) 

要介護１ ８００単位      ８００単位      

要介護２ ８９６単位      ８９６単位      

要介護３ １，１０４単位      １，１０４単位      

要介護４ １，１９４単位      １，１９４単位      

要介護５ １，２７２単位      １，２７２単位      

 

◇ 介護医療院サービス費の対象となるサービスの範囲については、医療保険の診療報酬点数表における入院基本料

（入院診療計画、院内感染対策、褥瘡対策に係る費用分を除く。）、夜間勤務等看護加算及び療養病棟療養環境加

算に相当するもの並びにおむつ代を含むものであること。 

 

(1)ユニット

型Ⅰ型介護

医療院サー

ビス費(Ⅰ) 

要介護１ ８４１単位      

要介護２ ９４２単位      

要介護３ １，１６２単位      

要介護４ １，２５５単位      

要介護５ １，３４０単位      

(2)ユニット

型Ⅰ型介護

医療院サー

ビス費(Ⅱ) 

要介護１ ８４１単位      

要介護２ ９４２単位      

要介護３ １，１６２単位      

要介護４ １，２５５単位      

要介護５ １，３４０単位      
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◇ 「療養棟」について 

① 療養棟の概念は、「病棟」の概念に準じて、介護医療院において看護・介護体制の１単位として取り扱うもので

あること。なお、高層建築等の場合であって、複数階（原則として２つの階）を１療養棟として認めることは差し

支えないが、３つ以上の階を１療養棟とすることは、④の要件を満たしている場合に限り、特例として認められる

ものであること。 

② １療養棟当たりの療養床数については、効率的な看護・介護管理、夜間における適正な看護・介護の確保、当該

療養棟に係る建物等の構造の観点から、総合的に判断した上で決定されるものであり、原則として 60 床以下を標

準とする。 

③ ②の療養床数の標準を上回っている場合については、２以上の療養棟に分割した場合には、片方について１療養

棟として成り立たない、建物構造上の事情で標準を満たすことが困難である、近く建物の改築がなされることが確

実である等、やむを得ない理由がある場合に限り、認められるものであること。 

④ 複数階で１療養棟を構成する場合についても前記②及び③と同様であるが、いわゆるサブサービス・ステーショ

ンの設置や看護・介護職員の配置を工夫すること。 

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準【※１】に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員

の勤務条件に関する基準［平成 12年２月 10日厚生省告示第 29号７の二のイ・ロ参照］を満たすものとし

て都道府県知事に届け出た介護医療院における当該届出に係る療養棟（１又は複数の療養床（介護医療院の

人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 30 年厚生労働省令第５号）第３条第１号に規定する療

養床をいう。）により一体的に構成される場所をいう。）において、介護医療院サービスを行った場合に、当

該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準【※２】に掲げる区分に従い、入所者の要介護

状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

を満たさない場合は、所定単位数から 25単位を控除して得た単位数を算定する。 

なお、入所者の数又は医師、薬剤師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働

大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところ【※３】により算定する。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※１】別に厚生労働大臣が定める施設基準は次のとおり。 

イ Ⅰ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(1) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

① 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規

定のいずれにも適合していること。 

ａ Ⅰ型療養床を有する介護医療院であること。 

ｂ 当該介護医療院サービスを行うⅠ型療養棟における看護職員の数が、常勤換算方法(介護医療院基準

第４条第１項第３号に規定する常勤換算方法をいう。以下この号において同じ。)で、入所者等(当該療

養棟における指定短期入所療養介護の利用者及び入所者をいう。以下このイにおいて同じ。)の数の合

計数が６又はその端数を増すごとに１以上であること。 

ｃ Ⅰ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が４又はその端数を増

すごとに１以上であること。 

ｄ bにより算出した看護職員の最少必要数の２割以上は看護師であること。 

ｅ 通所介護費等の算定方法第 15号に規定する基準に該当しないこと。 

ｆ 入所者等に対し、生活機能を維持改善するリハビリテーションを実施していること。 

ｇ 地域に貢献する活動を行っていること。 

ｈ 次のいずれにも適合していること。 

i 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、重篤な身体疾病を有する者及び身体合併症

を有する認知症高齢者の占める割合が 100分の 50以上であること。 

ii 算定日が属する月の前３月間における入所者等のうち、喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が

実施された者の占める割合が100分の 50以上であること。 

ｉ 算定日が属する月の前３月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が100

分の 10以上であること。 

i 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

ii 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されてい

ること。 
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iii 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ

随時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。 

ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話し合い、入所者本人の意思決定を基本に、他の

関係者との連携の上、対応していること。 

② 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適

合していること。 

ａ ①ａ、ｂ、ｆ及びｇに該当するものであること。 

ｂ Ⅰ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が６又はその端数を増

すごとに１以上であること。 

ｃ 通所介護費等の算定方法第 15号に規定する基準に該当しないこと。 

ｄ 次のいずれにも適合していること。 

i 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、重篤な身体疾病を有する者及び身体合併症

を有する認知症高齢者の占める割合が 100分の 50以上であること。 

ii 算定日が属する月の前３月間における入所者等のうち、喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が

実施された者の占める割合が100分の 50以上であること。 

ｅ 算定日が属する月の前３月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が100

分の 10以上であること。 

i 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

ii 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されてい

ること。 

iii 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随

時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。 

ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話し合い、入所者本人の意思決定を基本に、他の

関係者との連携の上、対応していること。 

(2) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

① 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規

定のいずれにも適合していること。 

ａ (1)①ａからｇまでに該当するものであること。 

ｂ 次のいずれにも適合していること。 

i 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、重篤な身体疾病を有する者及び身体合併

症を有する認知症高齢者の占める割合が 100分の 50以上であること。 

ii 算定日が属する月の前３月間における入所者等のうち、喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が

実施された者の占める割合が100分の 30以上であること。 

ｃ 算定日が属する月の前３月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が100

分の５以上であること。 

i 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

ii 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されてい

ること。 

iii 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族等の求め等に応じ随

時、入所者等又はその家族等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。 

ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話し合い、入所者本人の意思決定を基本に、他の

関係者との連携の上、対応していること。 

② 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適

合していること。 

ａ (1)②ａからｃまでに該当するものであること。 

ｂ 次のいずれにも適合していること。 

i 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、重篤な身体疾病を有する者及び身体合併症

を有する認知症高齢者の占める割合が 100分の 50以上であること。 

ii 算定日が属する月の前３月間における入所者等のうち、喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が

実施された者の占める割合が100分の 30以上であること。 
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ｃ 算定日が属する月の前３月間における入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が100

分の５以上であること。 

i 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

ii 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画が作成されてい

ること。 

iii 医師、看護師、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、

入所者等又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。 

ⅳ ⅱ及びⅲについて、入所者本人及びその家族等と話し合い、入所者本人の意思決定を基本に、他の

関係者との連携の上、対応していること。 

(3) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準(併設型小規模介護医療院以

外の介護医療院が行う介護医療院サービスに限る。) 

① (1)①ａ、ｂ及びｄからｇまで並びに(2)①ｂ及びｃに該当するものであること。 

② Ⅰ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が５又はその端数を増す

ごとに１以上であること。 

ロ Ⅱ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(1) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

① 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規

定のいずれにも適合していること。 

ａ Ⅱ型療養床を有する介護医療院であること。 

ｂ 当該介護医療院サービスを行うⅡ型療養棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等(当該

療養棟における指定短期入所療養介護の利用者及び入所者をいう。以下このロにおいて同じ。)の数の

合計数が６又はその端数を増すごとに１以上であること。 

ｃ Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が４又はその端数を増

すごとに１以上であること。 

ｄ 通所介護費等の算定方法第 15号に規定する基準に該当しないこと。 

ｅ 次のいずれかに適合していること。 

i 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な

身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が 100分の 20以上であること。 

ii 算定日が属する月の前３月間における入所者等のうち、喀痰吸引又は経管栄養が実施された者の占

める割合が 100分の 15以上であること。 

iii 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な

身体疾患又は日常生活に支障を来すような症状、行動若しくは意思疎通の困難さが頻繁に見られ、

専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が 100分の 25以上であること。 

ｆ 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に対し、入所者

本人及びその家族等と話し合いを行い、入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、入

所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミナルケアに係る計画を作成し、医師、看護

師、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、入所者等又は

その家族への説明を行い、同意を経てターミナルケアを行う体制であること。 

② 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの施設基準 

ａ ①ａ、ｂ及びｆに該当するものであること。 

ｂ Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が６又はその端数を増

すごとに１以上であること。 

ｃ 通所介護費等の算定方法第 15号に規定する基準に該当しないこと。 

ｄ 次のいずれかに適合していること。 

i 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な

身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合に、19を当該併設型小規模介護

医療院におけるⅡ型療養床の数で除した数との積が 100分の 20以上であること。 

ii 算定日が属する月の前３月間における入所者等のうち、喀痰吸引又は経管栄養が実施された者の占

める割合に、19を当該併設型小規模介護医療院におけるⅡ型療養床の数で除した数との積が 100分

の 15以上であること。 
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iii 算定日の属する月の前３月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な

身体疾患又は日常生活に支障を来すような症状、行動若しくは意思疎通の困難さが頻繁に見られ、

専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合に、19を当該併設型小規模介護医療院におけるⅡ

型療養床の数で除した数との積が 100分の 25以上であること。 

(2) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準（併設型小規模介護医療院以

外の介護医療院が行う介護医療院サービスに限る。） 

① (1)①ａ、ｂ及びｄからｆまでに該当するものであること。 

② Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が５又はその端数を増すご

とに１以上であること。 

(3) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準(併設型小規模介護医療院以

外の介護医療院が行う介護医療院サービスに限る。) 

① (1)①ａ、ｂ及びｄからｆまでに該当するものであること。 

② Ⅱ型療養棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数の合計数が６又はその端数を増す

ごとに１以上であること。 

ハ 特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(1) Ⅰ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

① 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規

定のいずれにも適合していること。 

ａ イ(1)①ａ、ｂ、ｄ並びにｅ及びイ(3)②に該当するものであること。 

ｂ イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものであること。 

② 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適

合していること。 

ａ イ(1)①ａ、ｂ及びｅ並びにイ(1)②ｂに該当するものであること。 

ｂ イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものであること。 

(2) Ⅱ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

① 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規

定のいずれにも適合していること。 

ａ ロ(1)①ａ、ｂ及びｄ並びにロ(1)②ｂに該当するものであること。 

ｂ ロ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものであること。 

② 併設型小規模介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適

合していること。 

ａ ロ(1)①ａ及びｂ並びにロ(1)②ｂ及びｃに該当するものであること。 

ｂ ロ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものであること。 

ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(1) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

① 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあ

っては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。 

ａ イ(1)①ａからｄまで及びｆからｉまでに該当するものであること。 

ｂ 通所介護費等の算定方法第 15号に規定する基準に該当しないこと。 

② 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のい

ずれにも適合していること。 

ａ イ(1)②ａ、ｂ、ｄ及びｅに該当するものであること。 

ｂ 通所介護費等の算定方法第 15号に規定する基準に該当しないこと。 

(2) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

① 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあ

っては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。 

ａ イ(1)①ａからｄまで、ｆ及びｇ並びにイ(2)①ｂ及びｃに該当するものであること。 

ｂ 通所介護費等の算定方法第 15号に規定する基準に該当しないこと。 

② 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、イ(2)(二)aから cま

でに該当するものであること。 
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ホ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(1) ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

① 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあ

っては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。 

ａ ロ(1)①ａからｃまで、ｅ及びｆに該当していること。 

ｂ 通所介護費等の算定方法第 15号に規定する基準に該当しないこと。 

② 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のい

ずれにも適合していること。 

ａ ロ(1)②ａ、ｂ及びｄに該当するものであること。 

ｂ 通所介護費等の算定方法第 15号に規定する基準に該当しないこと。 

ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

(1) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

① 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあ

っては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。 

ａ イ(1)①ａから eまでに該当するものであること。 

ｂ ニに該当しないものであること。 

② 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のい

ずれにも適合していること。 

ａ イ(1)①ａ、ｄ及びｅ並びにイ(1)②ｂに該当するものであること。 

ｂ ニに該当しないものであること。 

(2) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 

① 併設型小規模ユニット型介護医療院以外のユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあ

っては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。 

ａ ロ(1)①ａからｄまでに該当するものであること。 

ｂ ホに該当しないものであること。 

② 併設型小規模ユニット型介護医療院が行う介護医療院サービスの場合にあっては、次に掲げる規定のい

ずれにも適合していること。 

ａ ロ(1)①ａ及びｂ並びにロ(1)②ｂ及びｃに該当するものであること。 

ｂ ホに該当しないものであること。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※２】 別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

イ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院サービス費(i)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅠ型介

護医療院サービス費(i)若しくはⅠ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院サービス費(i)、Ⅱ型介護

医療院サービス費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院サービス費(i)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院サ

ービス費(i)若しくはⅡ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院サービス費(i)又はⅠ型特別介護医療

院サービス費のⅠ型介護医療院サービス費(i)若しくはⅡ型特別介護医療院サービス費のⅡ型特別介護医療院

サービス費(i)に係る別に厚生労働大臣が定める基準 

ユニット（介護医療院基準第四十三条に規定するユニットをいう。以下この号において同じ。）に属さない

療養室（定員が一人のものに限る。）の入所者に対して行われるものであること。 

ロ Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅠ型

介護医療院サービス費(ii)若しくはⅠ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型

介護医療院サービス費のⅡ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院

サービス費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)若しくはⅡ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院

サービス費(ii)又はⅠ型特別介護医療院サービス費のⅠ型特別介護医療院サービス費(ii)若しくはⅡ型特別

介護医療院サービス費のⅡ型特別介護医療院サービス費(ii)に係る別に厚生労働大臣が定める基準 

ユニットに属さない療養室（定員が２人以上のものに限る。）の入所者に対して行われるものであること。 

ハ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費若しくはユニット型Ⅰ

型介護医療院サービス費(Ⅱ)のユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス

費のユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費のユニット型Ⅰ型
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特別介護医療院サービス費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費のユニット型Ⅱ型特別介護医

療院サービス費に係る別に厚生労働大臣が定める基準 

ユニットに属する療養室（介護医療院基準第４５条第２項第１号イに掲げる療養室をいう、ニにおいて同

じ。）（同号イ(3)を満たすものに限る。）の入居者に対して行われるものであること。 

ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費若しくはユニッ

ト型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)の経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費、ユニット型Ⅱ型介護医

療院サービス費の経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費又はユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス

費の経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費若しくはユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費の

経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費に係る別に厚生労働大臣が定める基準 

ユニットに属する療養室（令和３年改正省令による改正前の介護医療院基準第４５条第２項第１号イ３（ⅱ）

を満たすものに限り、介護医療院基準第４５条第２項第１号イ（３））の入居者に対して行われるものであるこ

と。 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※３】別に厚生労働大臣が定めるところは次のとおり。 

◇人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について 

① 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サ

ービス、介護療養施設サービス及び介護医療院サービスについては、当該事業所又は施設の看護師等の配置数

が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うことと

し、通所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしているところ

であるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう

努めるものとする。 

② 人員基準上満たすべき看護師等の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始

まり翌年３月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又は再開の場

合は推定数による。）。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数を当該前年度の日数で除

して得た数とする。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。 

③ 看護・介護職員の人員基準欠如については、 

イ 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が解消され

るに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従

って減算され、 

ロ １割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等

の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌

月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。 

④ 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、

利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される（ただ

し、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。 

⑤ 看護・介護職員については、最も低い所定単位数を算定するために必要な員数を満たさない場合にはじめて

人員基準欠如となるものであり、最も低い所定単位数を基にして減算を行うものであること（したがって、例

えば看護６：１、介護４：１の職員配置に応じた所定単位数を算定していた指定介護療養型医療施設において、

看護６：１、介護４：１を満たさなくなったが看護６：１、介護５：１は満たすという状態になった場合は、

看護６：１、介護４：１の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数ではなく、看護６：１、介護５：１の

所定単位数を算定するものであり、看護６：１、介護６：１を下回ってはじめて人員基準欠如となるものであ

ること）。なお、届け出ていた看護・介護職員の職員配置を満たせなくなった場合には、事業者又は施設は該

当することとなった職員配置を速やかに都道府県知事に届け出なければならないこと。また、より低い所定単

位数の適用については、③の例によるものとすること。 

ただし、ユニット型短期入所療養介護事業所又はユニット型指定介護療養型医療施設については、看護６：

１、介護四：一を下回る職員配置は認められていないため、看護６：１、介護５：１、看護６：１、介護６：

１の職員配置に応じた所定単位数を定めておらず、職員配置が看護６：１、介護４：１を満たさない場合は人

員基準欠如となるものであり、看護６：１、介護４：１の所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を算定

する。 
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⑥ 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止

等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定又は許可の取消しを検

討するものとする。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1) 所定単位数の算定単位について 

介護医療院においては、療養棟ごとに看護・介護サービスを提供することとしているが、所定単位数の算定に

当たっては、各療養床の種類ごとの介護医療院サービス費のうち、看護職員等の配置等によって各１種類を選

定し届け出ることとする。Ⅰ型療養床とⅡ型療養床の両方を有する場合は、それぞれの療養床ごとに１種類を

選定して届け出ること。 

(2) 看護職員又は介護職員の数の算定について 

① 看護職員の数は、療養棟において実際に入所者の看護に当たっている看護職員の数である。併設医療機関

又は事業所の職務に従事する場合は、当該介護医療院において勤務する時間が勤務計画表によって管理されて

いなければならず、介護医療院の職員の常勤換算方法における勤務延時間に、併設医療機関又は事業所の職務

に従事する時間は含まれないものであること。 

② 介護職員の数は、療養棟において実際に入所者の介護に当たっている介護職員の数である。併設医療機関

又は事業所の職務に従事する場合は、当該介護医療院において勤務する時間が勤務計画表によって管理されて

いなければならず、介護医療院の職員の常勤換算方法における勤務延時間に、併設医療機関又は事業所の職務

に従事する時間は含まれないものであること。 

(3) 夜勤体制による減算及び加算の特例について 

介護医療院サービス費については、所定単位数及び夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定するための基準を

夜勤職員基準において定めているところであるが、その取扱いについては、以下のとおりとすること。 

① 夜勤を行う職員の勤務体制については、施設単位で職員数を届け出ること。 

② 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午

後 10時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する16時間をいう。）における延夜勤時間数を、当該月

の日数に 16を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第３位以下は切り捨てるものとする。 

③ １日平均夜勤職員数又は月平均夜勤時間数が以下のいずれかに該当する月においては、入所者の全員につ

いて、所定単位数が減算される。夜間勤務等看護加算を算定している介護医療院において、届け出ていた夜勤

を行う職員数を満たせなくなった場合も同様に取り扱うものとする。 

イ 前月において１日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から１割を超えて不足して

いたこと。 

ロ １日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から１割の範囲内で不足している状況が

過去３月間（暦月）継続していたこと。 

④ 夜勤体制による減算が適用された場合は夜勤体制による加算は算定しないものとする。 

⑤ 当該施設ユニット部分又はユニット部分以外について所定の員数を置いていない場合について施設利用者

全員に対して行われるものであること。具体的には、ユニット部分について夜勤体制による要件を満たさずユ

ニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行われること。 

(4) 人員基準欠如による所定単位数の減算について 

介護医療院の人員基準欠如による所定単位数の減算の基準は、通所介護費等の算定方法第15号において規定

しているところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであること。 

① 介護医療院サービスを行う療養棟における看護職員又は介護職員の員数が、介護医療院の人員、施設及び

設備並びに運営に関する基準（平成 30年厚生労働省令第５号。以下「介護医療院基準」という。）に定める

員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、各類型の介護医療院サービス費のうち、看護・介

護職員の配置に応じた所定単位数に 100分の 70を乗じて得た単位数が算定される。 

② 介護支援専門員の員数が、介護医療院基準に定める員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係

なく、各類型の介護医療院サービス費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所定単位数に100分の 70を乗

じて得た単位数が算定される。 

③ 介護支援専門員及び介護医療院サービスを行う看護・介護職員の員数については介護医療院基準に定める

員数を満たすが、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合が２割未満である場合は、 

イ Ⅰ型介護医療院サービス費及び特別介護医療院サービス費については、それぞれⅠ型介護医療院サービス
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費(Ⅲ)及びⅠ型特別介護医療院サービス費の所定単位数に100分の 90を乗じて得た単位数が算定される。 

ロ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費及びユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費については、それぞ

れユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)及びユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費の所定単位数に

100分の 90を乗じて得た単位数が算定される。 

(5) 所定単位数を算定するための施設基準について 

介護医療院サービス費の所定単位数を算定するためには、看護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置

されることのほか、医師、薬剤師、及び介護支援専門員について、人員基準欠如の状態にないことが必要であ

ることに加えて、次に掲げる基準を満たす必要があること。 

① 介護医療院サービス費（施設基準第 68号イからヘまで） 

イ Ⅰ型介護医療院、ユニット型Ⅰ型介護医療院においては、看護職員の最少必要数の２割以上が看護師であ

ること。 

ロ 療養室が、次の基準を満たすこと。 

ａ ユニット型でない場合 

(a) １の療養室の療養床数が４床以下であること。 

(b) 入所者１人当たりの療養床の平均床面積が 8.0平方メートル以上であること。 

(c) 隣接する廊下の幅が、内法による測定で 1.8メートル（両側に居室がある廊下については、2.7メート

ル）以上であること。 

ｂ ユニット型の場合 

(a) １の療養室の定員は、１人とすること。ただし、入所者への介護医療院サービスの提供上必要と認められ

る場合は、２人とすることができること。 

(b) 療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設ける

こと。ただし、１のユニットの入所者の定員は、おおむね10人以下としなければならないこと。ただし、各

ユニットにおいて入所者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障がな 

いと認められる場合には、入居定員が 15 人までのユニットも認める。 

(c) １の療養室の床面積等は、10.65 平方メートル以上とすること。ただし(ａ)ただし書の場合にあっては、

21.3 平方メートル以上とすること。 

(d) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

ハ 機能訓練室が内法による測定で 40平方メートル以上の床面積を有すること。ただし、併設型小規模介護医

療院の場合は、機能訓練を行うのに十分な広さを有することで足りるものとする。 

ニ 入所者一人につき１平方メートル以上の広さを有する食堂、及び浴室を有すること（ユニット型個室及び

ユニット型個室的多床室を除く。）。 

②Ⅰ型介護医療院サービス費又はユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費を算定するための基準について 

７介護医療院における短期入所療養介護費について（94ページ）②及び③を準用すること。この場合におい

て、「当該基準を満たす利用者については、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの状態に適

合するものであるかについて、記載要領に示す記号を用いてその状態を記入すること。」とあるのは、「当該

基準を満たす入所者については、給付費請求明細書の摘要欄に、ハ又はニに示すいずれの状態に適合するもの

であるかについて、記載要領に示す記号を用いてその状態を記入すること。また、すべての入所者（短期入所

療養介護の利用者を除く。）について、医療資源を最も投入した傷病名を、医科診療報酬における診断群分類

（ＤＰＣ）コードの上６桁を用いて記載すること。」と読み替えるものとする。 

③ Ⅱ型介護医療院サービス費又はユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費を算定するための基準について 

７介護医療院における短期入所療養介護費について（89ページ）④を準用する。 

④ 特別介護医療院サービス費又はユニット型特別介護医療院サービス費について 

７介護医療院における短期入所療養介護費について（89ページ）⑤を準用すること。 

(6) 介護医療院サービス費を算定するための基準について 

① 介護医療院サービス費は、施設基準第 68号の２に規定する基準に従い、以下の通り、算定すること。 

イ 施設基準第 68号の２イに規定する介護医療院サービス費 

介護医療院サービスが、ユニットに属さない療養室（定員が１人のものに限る。）（「従来型個室」とい

う。）の入所者に対して行われるものであること。 

ロ 施設基準第 68号の２ロに規定する介護医療院サービス費 

介護医療院サービスが、ユニットに属さない療養室（定員が２人以上のものに限る。）（「多床室」とい
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う。）の入所者に対して行われるものであること。 

ハ 施設基準第 68号の２ハに規定する介護医療院サービス費 

介護医療院サービスが、ユニットに属する療養室（介護医療院基準第 45条第２項第１号イ(３)(ⅰ)を満たす

ものに限る。）（「ユニット型個室」という。）の入居者に対して行われるものであること。 

ニ 施設基準第 68号の２ニに規定する介護医療院サービス費 

介護医療院サービスが、ユニットに属する療養室（令和３年改正省令による改正前の介護医療院基準第 45条

第２項第１号イ(３)(ⅱ)を満たすものに限るものとし、介護医療院基準第４５条第２項第１号イ（３）を満た

すものを除く。）（「ユニット型個室的多床室」という。）の入居者に対して行われるものであること。 

② ユニットに属する療養室であって、介護医療院サービス費の注１による届出がなされているものについて

は、ユニット型介護医療院サービス費を算定するものとすること。 
 

ユニットにおける職員に係る減算について 

注２ ユニット型介護医療院サービス費について、別に厚生労働大臣が定める施設基準【※４】を満たさない場

合は、１日につき所定単位数の 100分の97に相当する単位数を算定する。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※４】別に厚生労働大臣が定める施設基準は次のとおり。 

イ 日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

ロ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算については、ある月

（暦月）において基準に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消されるに

至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることとする（ただし、翌月の末日において基準

を満たすに至っている場合を除く。）。 
 

身体拘束廃止未実施減算について 

注３ 別に厚生労働大臣が定める基準【※５】を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位

数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※５】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

指定基準第16条第５項及び第６項並びに第47条第７項及び第８項に規定する基準に適合していること 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、介護医療院基

準第 16条第５項の記録（同条第４項に規定する身体拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合及び同条

第６項に規定する措置を講じていない場合に、入所者全員について所定単位数から減算することとなる。具体

的には、記録を行っていない、身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催して

いない、身体的拘束の適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束適正化のための定期的な研修（年

２回以上）を実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を指定権者に提出した後、事実が生じた月

から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善

が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減算することとする。 
 

安全管理体制未実施減算について 

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準【※６】を満たさない場合は、、１日つき５単位を所定単位数から減算する。 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
【※６】別に厚生労働大臣が定める施設基準は次のとおり。 

 介護医療院基準第４０条第１項に規定する基準に適合していること。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

安全管理体制未実施減算については、介護医療院基準第 40 条第１項に規定する基準を満たさない事実が生

じた場合に、その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位

数から減算することとする。 
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栄養管理に係る減算について（経過措置・令和６年３月３１日までは適用しない） 

注５ 別に厚生労働大臣が定める基準【※７】を満たさない場合は、１日つき１４単位を所定単位数から減算する。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※7】別に厚生労働大臣が定める施設基準は次のとおり。 

 介護医療院基準第４条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること及び第２０条の２（第５ 

４条において準用する場合を含む。）に規定する基準のいずれにも適合していること。 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

栄養管理の基準を満たさない場合の減算については、介護医療院基準第４条に定める栄養士又は管理栄養士

の員数若しくは介護医療院基準第 20条の２（介護医療院基準第 54 条において準用する場合を含む。）に規

定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌々月から基準を満たさない状況が解決されるに至った月

まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることとする（ただし、翌月の末日において基準を満たす

に至っている場合を除く。）。 
 

療養環境減算について 

注６ 別に厚生労働大臣が定める施設基準【※８】に該当する介護医療院について、療養環境減算として、当該

施設基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。 

イ 療養環境減算(Ⅰ) 25単位 

ロ 療養環境減算(Ⅱ) 25単位 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※８】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

イ 療養環境減算（Ⅰ） 

療養室に隣接する廊下の幅が、内法による測定で、1.8メートル未満であること。（両側に療養室がある廊下

の場合にあっては、内法による測定で、2.7メートル未満であること。） 

ロ 療養環境減算（Ⅱ） 

療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が８未満であること。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

① 療養環境減算について 

イ 療養環境減算(Ⅰ)は、介護医療院における介護医療院サービスを行う場合に、当該介護医療院の療養室

に隣接する廊下幅が、内法による測定で壁から測定して、1.8メートル未満である場合に算定するもので

ある。なお、両側に療養室がある場合の廊下の場合にあっては、内法による測定で壁から測定して、2.7

メートル未満である場合に算定することとする。 

ロ 療養環境減算(Ⅱ)は、介護医療院における短期入所療養介護を行う場合に、当該介護医療院の療養室に

係る床面積の合計を入所定員で除した数が８未満である場合に算定すること。療養室に係る床面積の合計

については、内法による測定とすること。 

② 療養棟ごとの適用について 

療養環境減算(Ⅰ)については、各療養棟を単位として評価を行うものであり、設備基準を満たす療養棟と

そうでない療養棟がある場合には、同一施設であっても、基準を満たさない療養棟において、療養環境減算

(Ⅰ)を受けることとなること。 
 

夜勤体制による減算及び加算の特例について 

注７ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準［平成12年２月10日 厚生省告示第

29号参照］を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護医療院については、当該基準に掲げる区分に従

い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位 

ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位 

ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位 

ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) ７単位 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

［平成12年２月10日 厚生省告示第 29号参照］ 

イ 夜間勤務等看護(Ⅰ)   23単位 

     介護医療院における夜勤を行う看護職員の数が、当該介護医療院の短期入所療養介護の利用者と入所 

者の数の合計数が15又はその端数を増すごとに１名以上であり、かつ、２名以上であること。 

 

ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ)  14単位 

       介護医療院における夜勤を行う看護職員の数が、当該介護医療院の短期入所療養介護の利用者と入 

所者の数の合計数が20又はその端数を増すごとに１名以上であり、かつ、２名以上であること。 

 

ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位 

      (ｱ) 介護医療院における夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該介護医療院の短期入所療養介 

護の利用者と入所者の数の合計数が 15又はその端数を増すごとに１名以上であり、かつ、２名以上 

であること。 

(ｲ) 介護医療院における夜勤を行う看護職員の数が１名以上であること。 

 

ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) ７単位 

    (ｱ) 介護医療院における夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、当該介護医療院の短期入所療養介護 

の利用者と入所者の数の合計数が 20又はその端数を増すごとに１名以上であり、かつ、２名以上であ 

ること。 

(ｲ) 介護医療院における夜勤を行う看護職員の数が１名以上であること。 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
介護医療院サービス費については、所定単位数及び夜間勤務等看護(Ⅰ)から(Ⅳ)までを算定するための基準

を夜勤職員基準において定めているところであるが、その取扱いについては、以下のとおりとすること。 

① 夜勤を行う職員の勤務体制については、施設単位で職員数を届け出ること。 

② 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯

（午後 10時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する 16時間をいう。）における延夜勤時間数

を、当該月の日数に 16を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第３位以下は切り捨てるも

のとする。 

③ １日平均夜勤職員数が以下のいずれかに該当する月においては、入所者の全員について、所定単位数が

減算される。夜間勤務等看護加算を算定している介護医療院において、届け出ていた夜勤を行う職員数を

満たせなくなった場合も同様に取り扱うものとする。 

イ 前月において１日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から１割を超えて不

足していたこと。 

ロ １日平均夜勤職員数が、夜勤職員基準により確保されるべき員数から１割の範囲内で不足している

状況が過去３月間（暦月）継続していたこと。 

④ 夜勤体制による減算が適用された場合は夜勤体制による加算は算定しないものとする。 

⑤ 当該施設ユニット部分又はユニット部分以外について所定の員数を置いていない場合について施設利用  

者全員に対して行われるものであること。具体的には、ユニット部分について夜勤体制による要件を満た 

さずユニット以外の部分について夜勤体制の要件を満たす場合であっても施設利用者全員に対し減算が行 

われること。 

 

若年性認知症入所者受入加算について 

注８ 別に厚生労働大臣が定める基準【※９】に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院に

おいて、若年性認知症患者に対して介護医療院サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、

１日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している

場合は、算定しない。 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※９】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

受け入れた若年性認知症入所者（初老期における認知症によって要介護者となった者）ごとに個別の担当者を

定めていること。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに

応じたサービス提供を行うこと。 

 

入所者が外泊したときの費用の算定について 

注９ 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につ

き362単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。 

① 外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して七泊の外泊を行う場合は、６日と計算されるこ

と。 

(例) 入院又は外泊期間：３月１日～３月８日(８日間) 

３月１日 外泊の開始………所定単位数を算定 

３月２日～３月７日(６日間)………１日につき 362単位を算定可 

３月８日 入院又は外泊の終了………所定単位数を算定 

② 入所者の外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所した日の外泊時の費用は算定できる。また、入所

者の外泊の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊時の費用は算定

できない。 

③ 入所者の外泊の期間中で、かつ、外泊時の費用の算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッ

ドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該入所者の同意があれば、そのベ

ッドを短期入所生活介護に活用することは可能であること。ただし、この場合に、外泊時の費用は算定でき

ないこと。 

④ 外泊時の取扱い 

イ 外泊時の費用の算定にあたって、１回の外泊で月をまたがる場合は、最大で連続 13泊（12日分）まで

外泊時の費用の算定が可能であること。 

(例) 月をまたがる入院の場合 

入院期間：１月 25日～３月８日 

１月 25日入院………所定単位数を算定 

１月 26日～１月３１日（６日間）………１日につき 362単位を算定可 

２月１日～２月６日（６日間）………１日につき 362単位を算定可 

２月７日～３月７日………費用算定不可 

３月８日退院………所定単位数を算定 

ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家族と旅行に行く場合の宿泊等も含むも

のであること。 

ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は算定されないものであること。 

 

注10入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護医療院が居宅サービスを

提供する場合は、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき800単位を算定する。ただし、試

行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、「注７外泊時の費用」を算定している場合は算定しない。 
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① 試行的退所サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体の状況に照らし、退所して居宅におい

て生活ができるかどうかについて医師、薬剤師（配置されている場合に限る。）、看護・介護職員、生活相

談員、介護支援専門員等により、退所して、その居宅において療養を継続する可能性があるかどうか検討す

ること。 

② 当該入所者又は家族に対し、この加算の趣旨を十分説明し、同意を得た上で実施すること。 

③ 試行的退所サービスによる居宅サービスの提供に当たっては、介護医療院の介護支援専門員が、試行的退

所サービスに係る居宅サービスの計画を作成するとともに、従業者又は指定居宅サービス事業者等との連絡

調整を行い、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営む

ことができるように配慮した計画を作成すること。 

④ 家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましいこと。 

イ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 

ロ 当該入所患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離

床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導 

ハ 家屋の改善の指導 

ニ 当該入所患者の介助方法の指導 

⑤ 試行的退所サービス費の算定期間中は、施設の従業者又は指定居宅サービス事業者等により、計画に基づ

く適切な居宅サービスを提供することとし、居宅サービスの提供を行わない場合はこの加算は対象とならな

いこと。 

⑥ 加算の算定期間は、１月につき６日以内とする。また、算定方法は、注７の①②を準用する。一回の試行

的退所サービス費が月をまたがる場合であっても、連続して算定できるのは６日以内とする。 

⑦ 利用者の試行的退院期間中は、当該利用者の同意があれば、そのベッドを短期入所療養介護に活用するこ

とは可能であること。この場合において試行的退院サービス費を併せて算定することは可能であること。 

⑧ 試行的退所期間が終了してもその居宅に退所できない場合においては、介護医療院で療養を続けることと

なるが、居宅において療養が続けられない理由等を分析した上でその問題解決に向けたリハビリ等を行うた

め、施設サービス計画の変更を行うとともに適切な支援を行うこと。 

 

注 11 入所者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、当該入所者に対し病院又は診療所において当該

診療が行われた場合は、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき362単位を算定する。 

① 介護医療院に入所中の入所者が、当該入所の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、当該介護医療院以外

での診療の必要が生じた場合は、他医療機関へ転医又は対診を求めることを原則とする。 

② 介護医療院サービス費を算定している患者について、当該介護医療院サービス費に含まれる診療を他医療

機関で行った場合には、当該他医療機関は当該費用を算定できない。 

③ ②にかかわらず、介護医療院サービス費を算定する患者に対し眼科等の専門的な診療が必要となった場合

（当該介護医療院に当該診療に係る診療科がない場合に限る。）であって、当該患者に対し当該診療が行わ

れた場合（当該診療に係る専門的な診療科を標榜する他医療機関（特別の関係にあるものを除く。）におい

て、別途定める診療行為が行われた場合に限る。）は、当該他医療機関において診療が行われた日に係る介

護医療院サービス費は、１月に４日を限度として所定単位数に代えて１日につき 362単位を算定するものと

する。 

当該所定単位数を算定した日においては、特別診療費に限り別途算定できる。 

④ 他医療機関において③の規定により費用を算定することのできる診療が行われた場合には、当該患者が入

所している介護医療院において、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な情報（当該介護医療院での介護医

療院サービス費及び必要な診療科を含む。）を文書により提供する（これらに要する費用は患者の入院してい

る介護医療院が負担する。）とともに、診療録にその写しを添付する。 

⑤ ③にいう「特別の関係」とは、次に掲げる関係をいう。 

ア当該医療機関と当該他の医療機関の関係が以下のいずれかに該当する場合に、当該医療機関と当該他の医

療機関は特別の関係にあると認められる。 

(イ) 当該医療機関の開設者が、当該他の医療機関の開設者と同一の場合 

(ロ) 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者と同一の場合 

(ハ) 当該医療機関の代表者が、当該他の医療機関の代表者の親族等の場合 
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(ニ) 当該医療機関の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の医療機関の役員等の親族等の

占める割合が 10分の３を超える場合 

(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該医療機関が、当該

他の医療機関の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。) 

イ 「医療機関」とは、病院又は診療所をいう。 

ウ 「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいう。 

(イ) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

(ロ) 使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している

もの 

(ハ) (イ)又は(ロ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの 

 

注 他科受診時の費用を算定した日については、栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算及び療養 

意 食加算を算定できるが、移行定着支援加算は算定不可。 

 

注12 ３イ(1)から(4)までの注14、ロ(1)及び(2)の注11及びハ(1)から(3)までの注9に該当する者であって、

当該者が入院する病院又は診療所が、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準附則第２条

に規定する転換を行って介護医療院を開設し、引き続き当該介護医療院の従来型個室に入所するものに対し

て、Ⅰ型介護医療院サービス費、Ⅱ型介護医療院サービス費又は特別介護医療院サービス費を支給する場合

は、当分の間、それぞれ、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の療養型介護療養施設サービス費(iv)、(v)若

しくは(vi)、療養型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型介護療養施設サービス費(iii)若しくは(iv)、療

養型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の療養型介護療養施設サービス費(ii)、療養型経過型介護療養施設サービ

ス費(Ⅰ)の療養型経過型介護療養施設サービス費(ii)、療養型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の療養型

経過型介護療養施設サービス費(ii)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の診療所型介護療養施設サービ

ス費(iv)、(v)若しくは(vi)、診療所型介護療養施設サービス費(Ⅱ)の診療所型介護療養施設サービス費(ii)、

認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ii)、認知症疾患型介護

療養施設サービス費(Ⅱ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ii)、認知症疾患型介護療養施設サービス

費(Ⅲ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ii)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅳ)の認知症疾

患型介護療養施設サービス費(ii)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)の認知症疾患型介護療養施設

サービス費(ii)又は認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を算定する。 

 

注 13 次のいずれかに該当する者に対して、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)、

Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)、Ⅱ型介

護医療院サービス費(Ⅲ)、Ⅰ型特別介護医療院サービス費又はⅡ型特別介護医療院サービス費を支給する場

合はそれぞれ、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅰ型介護医療院サービス

費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院サービス費(ii)、

Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅡ型介

護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅰ型特別介護

医療院サービス費のⅠ型特別介護医療院サービス費(ii)又はⅡ型特別介護医療院サービス費のⅡ型介護医

療院サービス費(ii)を算定する。 

イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入

所期間が30日以内であるもの 

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準【※１０】に適合する従来型個室に入所する者 

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、

従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※１０】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

療養室の面積が6.4平方メートル以下 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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注 13に規定する措置については、介護医療院サービスを受ける者であって、平成 17年９月 30日以前に従

来型個室に入所し、平成 17年 10月１日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、継続して当該従来型個室

へ入所しており、併せて、当該期間中に、特別な居室の提供を受けた事に伴う特別な室料を払っていないもの

が対象となること。ただし、当該者が、当該従来型個室を一旦退所した後、再度、当該従来型個室に入所して

介護医療院サービスを受ける場合にあっては、注 13に規定する措置の対象とはならないこと。 

 

注 14 ハ(1)若しくは(2)又はヘ(1)若しくは(2)を算定している介護医療院については、チ、リ、ルからワまで、

ヨ、タ及びナからヰは算定しない。 

 

ト 初期加算 30単位 

注 入所した日から起算して 30日以内の期間については、初期加算として、１日につき所定単位数を加算す

る。 

① 当該施設における過去の入所及び短期入所療養介護との関係 

初期加算は、当該入所者が過去３月間（ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場

合は過去１月間とする。）の間に、当該介護医療院に入所したことがない場合に限り算定できることとする。 

なお、当該介護医療院の短期入所療養介護を利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入

所した場合については、初期加算は入所直前の短期入所療養介護の利用日数を 30日から控除して得た日数に

限り算定するものとする。 

② 入所者については、介護医療院へ入所した当初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とす

ることから、入所日から 30日間に限って、１日につき 30単位を加算すること。 

③ 「入所日から 30日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行っている間は、初期加算を算定できないこ

と。 

 

注 介護療養型医療施設（医療保険適用の療養病床及び介護療養型老人保健施設兼施設も同様）から介護医療院に 

意 転換する場合、初期加算、短期集中リハビリテーション実施加算等を算定する場合の起算日は、転換前の介護 

  療養型医療施設の入院日が起算日となる。 

 

チ 再入所時栄養連携加算 200単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準【※１１】に適合する介護医療院に入所(以下この注において「一次入所」

という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に

再度当該介護医療院に入所(以下この注において「二次入所」という。)する際、二次入所において必要と

なる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当該介護医療院の管理

栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所

者１人につき１回を限度として所定単位数を加算する。ただし、注５栄養管理に係る減算を算定している

場合は、算定しない。                                          

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※１１】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

① 介護医療院の入所時に経口により食事を摂取していた者が、医療機関に入院し、当該入院中に、経管栄養

又は嚥下調整食の新規導入となった場合であって、当該者が退院した後、直ちに再度当該介護医療院に入所

（以下「二次入所」という。）した場合を対象とすること。なお、嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝集性な

どに配慮した食事であって、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づくものをいう。 

② 当該当該介護医療院の管理栄養士が当該者の入院する医療機関を訪問の上、当該医療機関での栄養に関す

る指導又はカンファレンスに同席し、当該医療機関の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケア計画を

作成すること。 

  指導又はカンファレンスへの同席は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただ

し、当該者又はその家族（以下この②において「当該者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ

電話装置等の活用について当該者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっ
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ては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守していること。 

③ 当該栄養ケア計画について、二次入所後に入所者又はその家族の同意が得られた場合に算定すること。 

 

リ 退所時指導等加算 

(1) 退所時等指導加算 

① 退所前訪問指導加算 460単位 

② 退所後訪問指導加算 460単位 

③ 退所時指導加算   400単位 

④ 退所時情報提供加算 500単位 

⑤ 退所前連携加算   500単位 

注１ (1)の①については、入所期間が１月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って当該入所者が退

所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合に、

入所中１回(入所後早期に退所前訪問指導の必要があると認められる入所者にあっては、２回)を限度と

して算定する。 

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意

を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。 

注２ (1)の②については、入所者の退所後 30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家

族等に対して療養上の指導を行った場合に、退所後１回を限度として算定する。 

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意

を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。 

注３ (1)の③については、入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合

において、当該入所者の退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った

場合に、入所者１人につき１回を限度として算定する。 

注４ (1)の④については、入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合

において、当該入所者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況

を示す文書を添えて当該入所者の紹介を行った場合に、入所者１人につき１回に限り算定する。 

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意

を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必

要な情報を提供したときも、同様に算定する。 

注５ (1)の⑤については、入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービスを利用

する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者

に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サ

ービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービスの利

用に関する調整を行った場合に、入所者１人につき１回を限度として算定する。 

① 退所前訪問指導加算・退所後訪問指導加算 

イ 退所前訪問指導加算については、入所期間が１月を超えると見込まれる入所患者の退所に先立って、在

宅療養に向けた最終調整を目的として入所患者が退所後生活する居宅を訪問して退所後の療養上の指導を

行った場合に、入所中１回に限り算定するものである。 

なお、介護医療院においては、入所後早期に退所に向けた訪問指導の必要があると認められる場合につ

いては、２回の訪問指導について加算が行われるものであること。この場合にあっては、１回目の訪問指

導は退所を念頭においた施設サービス計画の策定及び診療の方針の決定に当たって行われるものであり、

２回目の訪問指導は在宅療養に向けた最終調整を目的として行われるものであること。 

ロ 退所後訪問指導加算については、入所患者の退所後 30日以内に入所患者の居宅を訪問して療養上の指導

を行った場合に、１回に限り加算を行うものである。 

ハ 退所前訪問指導加算は退所日に算定し、退所後訪問指導加算は訪問日に算定すること。 

ニ 退所前訪問指導加算及び退所後訪問指導加算は、次の場合には算定できないものであること。 

ａ 退所して病院又は診療所へ入院する場合 

ｂ 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 

-55-



ｃ 死亡退所の場合 

ホ 退所前訪問指導及び退所後訪問指導は、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、管

理栄養士、介護支援専門員等が協力して行うこと。 

ヘ 退所前訪問指導及び退所後訪問指導は、入所患者及びその家族等のいずれにも行うこと。 

ト 退所前訪問指導及び退所後訪問指導を行った場合は、指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載する

こと。 

② 退所時指導加算 

イ 退所時指導の内容は、次のようなものであること。 

ａ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 

ｂ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離

床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導 

ｃ 家屋の改善の指導 

ｄ 退所する者の介助方法の指導 

ロ ①のニからトまでは、退所時指導加算について準用する。 

③ 退所時情報提供加算 

イ 退所後の主治の医師に対して入所者を紹介するに当たっては、事前に主治の医師と調整し、別紙様式２

の文書に必要な事項を記載の上、入所者又は主治の医師に交付するとともに、交付した文書の写しを診療

録に添付すること。また、当該文書に入所者の諸検査の結果、日常生活動作能力、心理状態などの心身機

能の状態、薬歴、退所後の治療計画等を示す書類を添付すること。 

ロ ①退所時訪問指導加算・退所時訪問指導加算のニを準用する。 

④ 退所前連携加算 

イ 退所前連携加算については、入所期間が１月を超える入所者の退所に先立って、指定居宅介護支援事業 

者の介護支援専門員と連携し、退所後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整を行った場合 

に、入所者１人につき１回に限り退所日に加算を行うものであること。 

ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った日及び連携の内容の要点に関する記録を行うこと。 

ハ ①退所時訪問指導加算・退所時訪問指導加算のニ及びホを準用する。 
 
 
注 退所前連携加算の算定に当たって、居宅介護支援事業所以外の事業者（認知症対応型共同生活介護事業所、小 

意 規模多機能型居宅介護事業所等）に対し情報提供を行った場合は、当該加算を算定できません。 
 
注 介護療養型医療施設（医療保険適用の療養病床及び介護療養型老人施設も同様）から介護医療院に転換する場 

意 合、転換前の介護療養型医療施設の入院日を起算日として考える。 
 
(2) 訪問看護指示加算   300単位 

注６ (2)については、入所者の退所時に、介護医療院の医師が、診療に基づき、指定訪問看護、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービスを行う場合に限る。)又は指定看護小規模多機能型居宅介

護(看護サービスを行う場合に限る。)の利用が必要であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ス

テーション、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

に対して、当該入所者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合に、入所者１人につき１回を限度と

して算定する。 

⑤ 訪問看護指示加算 

イ 介護医療院から交付される訪問看護指示書に指示期間の記載がない場合は、その指示期間は１月である

ものとみなすこと。 

ロ 訪問看護指示書は、診療に基づき速やかに作成・交付すること。 

ハ 訪問看護指示書は、特に退所する者の求めに応じて、退所する者又はその家族等を介して訪問看護ステ

ーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所に交付しても差し支えな

いこと。 

ニ 交付した訪問看護指示書の写しを診療録等に添付すること。 

ホ 訪問看護の指示を行った介護医療院は、訪問看護ステーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所又は複合型サービス事業所からの訪問看護の対象者についての相談等に懇切丁寧に応じること。 
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ヌ 栄養マネジメント強化加算 11単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準【※１２】に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護医療院にお

いて、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、１日に

つき所定単位数を加算する。ただし、注５栄養管理に係る減算を算定している場合は、算定しない。 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※１２】別に厚生労働大臣が定める基準は次に掲げる基準のいずれにも適合すること 

イ 管理栄養士を常勤換算方法で、入所者の数を５０で除して得た数を配置していること。ただし、常勤の栄養 

士を１名以上配置し、当該栄養士が給食管理を行っている場合にあっては、管理栄養士を常勤換算方法で、入 

所者の数を７０で除して得た数以上配置していること。 

ロ 低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護

師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成した栄養ケア計画に従い、当該入所者の栄養管理をする

ための食事の観察を定期的に行い、当該入所者ごとの栄養状態、心身の状況及び嗜好を踏まえた食事の調整等

を実施すること。 

ハ ロに規定する入所者以外の入所者に対しても、食事の観察の際に変化を把握し、問題があると認められた場

合は、早期に対応していること。 

二 入所者ごと栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他

継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

ホ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

① 栄養マネジメント強化加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第 65 号の３に

掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

② 大臣基準第 65 号の３イに規定する常勤換算方法での管理栄養士の員数の算出方法は、以下のとおりとす

る。なお、当該算出にあたり、調理業務の委託先において配置される栄養士及び管理栄養士の数は含むこ 

とはできないこと。また、給食管理を行う常勤の栄養士が１名以上配置されている場合は、管理栄養士が、 

給食管理を行う時間を栄養ケア・マネジメントに充てられることを踏まえ、当該常勤の栄養士１名に加え 

て、管理栄養士を常勤換算方式で、入所者の数を 70 で除して得た数以上配置していることを要件とする 

が、この場合における「給食管理」とは、給食の運営を管理として行う、調理管理、材料管理、施設等管 

理、業務管理、衛生管理及び労働衛生管理を指すものであり、これらの業務を行っている場合が該当するこ 

と。なお、この場合においても、特別な配慮を必要とする場合など、管理栄養士が給食管理を行うことを妨 

げるものではない。 

イ 暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによっ 

て算出するものとし、小数点第２位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配 

置されていた職員数が一時的に減少した場合は、１月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が 

減少しなかったものとみなすこととする。 

ロ 員数を算定する際の入所者数は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月31 日をもって終

わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。

この場合、入所者数の平均は、前年度の全入所者の延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この

平均入所者の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。 

③ 当該加算における低栄養状態のリスク評価は、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔

管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」第４に基づき行うこ 

と。ただし、低栄養状態のリスクが中リスク者のうち、経口による食事の摂取を行っておらず、栄養補給法 

以外のリスク分類に該当しない場合は、低リスク者に準じた対応とすること。 

④ 低栄養状態のリスクが、中リスク及び高リスクに該当する者に対し、管理栄養士等が以下の対応を行うこと。 

イ 基本サービスとして、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同

して作成する栄養ケア計画に、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法や食事の観察の際に特に確

認すべき点等を示すこと。 

ロ 当該栄養ケア計画に基づき、食事の観察を週３回以上行い、当該入所者の栄養状態、

食事摂取量、摂食・嚥下の状況、食欲・食事の満足感、嗜好を踏まえた食事の調整や、姿勢、食具、

食事の介助方法等の食事環境の整備等を実施すること。食事の観察については、管理栄養士が行うことを

基本とし、必要に応じ、関連する職種と連携して行うこと。やむを得ない事情により、管理栄養士が実施
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できない場合は、介護職員等の他の職種の者が実施することも差し支えないが、観察した結果について

は、管理栄養士に報告すること。なお、経口維持加算を算定している場合は、当該加算算定に係る食事の

観察を兼ねても差し支えない。 

ハ 食事の観察の際に、問題点が見られた場合は、速やかに関連する職種と情報共有を行い、必要に応じて

栄養ケア計画を見直し、見直し後の計画に基づき対応すること。 

ニ 当該入所者が退所し、居宅での生活に移行する場合は、入所者又はその家族に対し、管理栄養士が退所

後の食事に関する相談支援を行うこと。また、他の介護保険施設や医療機関に入所（入院）する場合は、 

入所中の栄養管理に関する情報（必要栄養量、食事摂取量、嚥下調整食の必要性（嚥下食コード）、食事 

上の留意事項等）を入所先（入院先）に提供すること。 

⑤ 低栄養状態のリスクが低リスクに該当する者については、④ロに掲げる食事の観察の際に、あわせて食事

の状況を把握し、問題点がみられた場合は、速やかに関連する職種と情報共有し、必要に応じて栄養ケア計 

画を見直し、見直し後の計画に基づき対応すること。 

⑥ 大臣基準第 65 号の３ニに規定する厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うことと

する。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に 

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上

を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた栄養ケア計画

の作成（Plan）、当該計画に基づく支援の提供（Do）、当該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏

まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の

管理を行うこと。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資す

るため、適宜活用されるものである。 

 

ル 経口移行加算 28単位 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準【※12】に適合する介護医療院において、医師の指示に基づき、医師、

歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂

取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、

当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員

による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して 180日以内の期間に限り、１日につ

き所定単位数を加算する。ただし、注５栄養管理に係る減算を算定している場合は算定しない。 

注２ 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及

び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して 180 日を超えた期間に行

われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経

口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算

を算定できるものとする。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※12】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に係るものについては、次に掲げるイか

らハまでの通り、実施するものとすること。 

イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支

援が必要であるとして、医師の指示を受けた者を対象とすること。医師、歯科医師、管理栄養士、看護

師、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進めるための栄

養管理の方法等を示した経口移行計画を作成すること（栄養ケア計画と一体のものとして作成するこ

と。）。また、当該計画については、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援の対象とな

る入院患者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護医療院サービスにおいては、経口移

行計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口移行計画の作成

に代えることができるものとすること。 

ロ 当該計画に基づき、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援を実施すること。経口移行
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加算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂取を終了した日までの期間と

するが、その期間は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して、180日以内の期間に限るものと

し、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。 

ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が、入所者又はその家族の同意を得られた日か

ら起算して、180日を超えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部可能なものであって、医

師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされる場合

にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、この場合において、医師の指示は

概ね２週間ごとに受けるものとすること。 

② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚥性肺炎の危険も生じうることから、次のイ

からニまでについて確認した上で実施すること。 

イ 全身状態が安定していること(血圧、呼吸、体温が安定しており、現疾患の病態が安定しているこ

と。)。 

ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。 

ハ 嚥下反射が見られること(唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激による喉頭挙上が認められること。)。 

ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。 

③ 経口移行加算を 180日間にわたり算定した後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間を空けて再度経

口摂取に移行するための栄養管理及び支援を実施した場合は、当該加算は算定できないものとすること。 

④ 入所者の口腔の状態によっては、歯科医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じ

て、介護支援専門員を通じて主治の歯科医師への情報提供を実施するなどの適切な措置を講じること。 

 

＜実地指導における不適正事例＞ 

・６月を超えて算定する場合、医師の指示内容の記録がない。 

 

ヲ 経口維持加算 

(1) 経口維持加算(Ⅰ) 400単位 

(2) 経口維持加算(Ⅱ) 100単位 

注１ (1)については、別に厚生労働大臣が定める基準【※13】に適合する介護医療院において、現に経口に

より食事を摂取する者であって、摂食機能障がいを有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯

科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同

して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な

食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科

医師の指示（歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受

けている場合に限る。注３において同じ。）を受けた管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合に、

１月につき所定単位数を加算する。ただし、注５栄養管理に係る減算又は経口移行加算を算定している

場合は、算定しない。 

注２ (2)については、協力歯科医療機関を定めている介護医療院が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合

であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師（介

護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第４条第１項第１号に規定する医師を除く。）、歯

科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※13】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

イ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ロ 入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていること。 

ハ 誤嚥等が発生した場合の管理体制が整備されていること。 

ニ 食形態の配慮など誤嚥防止のための適切な配慮がされていること。 

ホ 上記ロからニを多職種協働により実施するための体制が整備されていること。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

① 経口維持加算（Ⅰ）については、次に掲げるイからニまでの通り、実施するものとすること。 
イ 現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障がい（食事の摂取に関する認知機能の低下
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を含む。以下同じ。）を有し、水飲みテスト（「氷砕片飲み込み検査」、「食物テスト（food 

test）」、「改訂水飲みテスト」などを含む。以下同じ。）、頸部聴診法、造影撮影（医科診療報酬点

数表中「造影剤使用撮影」をいう。以下同じ。）、内視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバ

ースコピー」をいう。以下同じ。）等により誤嚥が認められる（喉頭侵入が認められる場合及び食事の

摂取に関する認知機能の低下により誤嚥の有無に関する検査を実施することが困難である場合を含む。

以下同じ。）ことから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものと

して、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。ただし、歯科医師が指示を行う場合に

あっては、当該指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養の指

導を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る（以下同じ。）。 
ロ 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の

者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、継続して経口による食事

の摂取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画の作成を行うとともに、必要に応じた

見直しを行うこと。また、当該経口維持計画の作成及び見直しを行った場合においては、特別な管理の

対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護医療院サービスにおいて

は、経口維持計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口維

持計画の作成に代えることができるものとすること。 

  入所者の栄養管理をするための会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 

 この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護保険事業者における個人情報の適切な取扱い 

 のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守するこ

と。 

ハ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別な管理」とは、入所者の誤嚥を防止し

つつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のこと

をいう。 

② 経口維持加算（Ⅱ）における食事の観察及び会議等の実施に当たっては、医師（介護医療院基準第４条第

１項第１号に規定する医師を除く。）、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士のいずれか１名以上が加わる

ことにより、多種多様な意見に基づく質の高い経口維持計画を策定した場合に算定されるものであること。 

③ 経口維持加算（Ⅰ）及び経口維持加算（Ⅱ）の算定に当たり実施する食事の観察及び会議等は、関係職種

が一堂に会して実施することを想定しているが、やむを得ない理由により、参加するべき者の参加が得られ

なかった場合は、その結果について終了後速やかに情報共有を行うことで、算定を可能とする。 

④ 管理体制とは、食事の中止、十分な排痰、医師又は歯科医師との緊密な連携等が迅速に行われる体制と

すること。 
 
ワ 口腔衛生管理加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準【※15】に適合する介護医療院において、入所者に対し、歯科衛生士が口

腔衛生の管理を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 

イ 口腔衛生管理加算（Ⅰ）  90単位 

  ロ 口腔衛生管理加算（Ⅱ） 110単位 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※15】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

イ 口腔衛生管理加算(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の口

腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること。 

(2) 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月２回以上行うこ

と。 

(3) 歯科衛生士が、(1)における入所者の口腔衛生等の管理について、介護職員に対し、具体的な技

術的助言及び指導を行うこと。 

(4) 歯科衛生士が、(1)における入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対応する

こと。 
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(5) 通所介護費等算定方法第10号、第12号、第13号及び第15号に規定する基準のいずれにも該当し

ないこと。 

ロ 口腔衛生管理加算(Ⅱ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) イ(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(2) 入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に

当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用し

ていること。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

① 口腔衛生管理加算は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔衛生の管理を行い、当該入所者に係る

口腔清掃等について介護職員へ具体的な技術的助言及び指導をした場合において、当該入所者ごとに算定

するものである。 

② 当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する場合においては、当該サービスを実施する同１

月内において医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者又はその家族等に確認するととも

に、当該サービスについて説明し、その提供に関する同意を得た上で行うこと。 

③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行う歯科衛生士は、口腔に関する

問題点、歯科医師からの指示内容の要点（ただし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士

が入所者に対する口腔衛生の管理を行うにあたり配慮すべき事項とする。）、当該歯科衛生士が実施した

口腔衛生の管理の内容、当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員への具体的な技術的助言及び指導

の内容及びその他必要と思われる事項に係る記録（以下「口腔衛生管理に関する実施記録」という。）を

別紙様式３＜口腔衛生管理に関する実施記録＞を参考として作成し、当該施設に提出すること。当該施設

は、当該口腔衛生管理に関する実施記録を保管するとともに、必要に応じてその写しを当該入所者に対し

て提供すること。 

④ 当該歯科衛生士は、介護職員から当該入所者の口腔に関する相談等に必要に応じて対応するとともに、

当該入所者の口腔の状態により医療保険における対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが

提供されるよう当該歯科医師及び当該施設への情報提供を行うこと。 

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提

出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務

処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、入所者の状

態に応じた口腔衛生の管理の内容の決定（Plan）、当該決定に基づく支援の提供（Do)、当該支援内容の

評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該支援内容の見直し・改善（Action）の一連のサイクル（Ｐ

ＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の健康の保

持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

⑥ 本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても口腔衛生管理加算を

算定できるが、訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月においては、訪問歯科衛生指導料が３回以

上算定された場合には口腔衛生管理加算を算定できない。 
 

カ 療養食加算 ６単位 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、別に厚生労働大

臣が定める療養食【※16】を提供したときは、１日につき３回を限度として、所定単位数を加算する。 

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 

ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。 

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準【※17】に適合する介護医療院において行われている

こと。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※16】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する

糖尿病食、腎臓病食、肝臓病職、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の

検査食 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※17】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

定員超過利用・人員基準欠如（看護師比率に係る部分等を除く）に該当していないこと。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手段と

して発行された食事箋に基づき、厚生労働大臣が定める基準に適合する療養食が提供された場合に算定する

こと。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成されている必要があること。 

② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づいて提供される利

用者の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食(糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食

(流動食は除く。)、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食をいうものであるこ

と。 

③ 前記の療養食の摂取方法については経口又は経管の別を問わないこと。 

④ 減塩食療法等について 

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができるものであるが、高

血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。 

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、総量6.0g未満の減塩食を

いうこと。 

⑤ 肝臓病食について 

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食(胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合

を含む。)等をいうこと。 

⑥ 胃潰瘍食について 

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこと。手術前後に与える高カロリー食は加

算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、療

養食の加算が認められること。また、クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者

等に対する低残さ食については、療養食として取り扱って差し支えないこと。 

⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について 

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が10g/dl以下であり、そ

の原因が鉄分の欠乏に由来する者であること。 

⑧ 高度肥満症に対する食事療法について 

高度肥満症(肥満度が＋70％以上又はＢＭＩが 35以上)に対して食事療法を行う場合は、脂質異常症食に準

じて取り扱うことができること。 

⑨ 特別な場合の検査食について 

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ｘ線検査・大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調

理済食品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。 

⑩ 脂質異常症食の対象となる入所者等について 

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態におけるＬＤＬ－コレス

テロール値が 140mg/dl以上である者又はＨＤＬ－コレステロール値 40mg/dl未満若しくは血清中性脂肪値

が 150mg/dl以上である者であること。 

⑪ なお、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が行われている場合にあっては、経口移

行加算又は経口維持加算を併せて算定することが可能である。 

 

ヨ 在宅復帰支援機能加算 10単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準【※18】に適合する介護医療院であって、次に掲げる基準のいずれにも適

合している場合にあっては、１日につき所定単位数を加算する。 

イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。 

ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報

の提供及び退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※18】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

イ 算定日が属する月の前６月間において当該施設から退所した者の総数のうち、当該期間内に退所し、在宅に

おいて介護を受けることとなったもの（当該施設における入所期間が１月間を超えていた退所者に限る。）の占

める割合が100分の30を超えていること。 
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ロ 退所者の退所後30日以内に当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問すること又は指定居宅介護支援事業

所から情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が１月以上継続する見込みであることを

確認し、記録していること。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

① 「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所するに当たり、当該入所者及びその家族に対し

て次に掲げる支援を行うこと。 

退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行うこと。また、

必要に応じ、当該入所者の同意を得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域包括支援センター又は老人

介護支援センターに対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要

な情報を提供すること。 

② 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであること。 

イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 

ロ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談

助言 

ハ 家屋の改善に関する相談援助 

ニ 退所する者の介助方法に関する相談援助 

③ 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。 

 

タ 特別診療費 ７５ページから参照 

注 入所者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大

臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に 10円を乗じて得た額を算定する。 
 
レ 緊急時施設診療費 

入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につ

き算定する。 

(1) 緊急時治療管理（１日につき） 518単位 

注１ 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、

検査、注射、処置等を行ったときに算定する。 

注２ 同一の入所者について１月に１回、連続する３日を限度として算定する。 

(2) 特定治療 

注 医科診療報酬点数表第１章及び第２章において、高齢者の医療の確保に関する法律第 57 条第３項に

規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は

放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるもの【※19】を除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診

療報酬点数表第１章及び第２章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※19】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

医科診療報酬点数表第２章第７部により点数の算定されるリハビリテーション、同章第９部により点数の算

定される処置(同部において医科診療報酬点数表の例によるとされている診療のうち次に掲げるものを含む。)、

同章第 10 部により点数の算定される手術及び同章第 11 部により点数の算定される麻酔のうち、次に掲げるも

のとする。 

イ 第７部リハビリテーションに掲げるリハビリテーションのうち次に掲げるもの 

(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料（言語聴覚療法に係るものに限る。） 

(2) 摂食機能療法 

(3) 視能訓練 

ロ 第９部処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

(1) 一般処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

① 創傷処置（6,000平方センチメートル以上のもの（褥瘡に係るものを除く。）を除く。） 

② 熱傷処置（6,000平方センチメートル以上のものを除く。） 

③ 重度褥瘡処置             ④ 長期療養患者褥瘡等処置 

⑤ 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置   ⑥ 爪甲除去（麻酔を要しないもの） 

⑦ 穿刺排膿後薬液注入          ⑧ 空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置 
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⑨ ドレーン法（ドレナージ）       ⑩ 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺 

⑪ 胸腔穿刺（洗浄、注入及び排液を含む。） ⑫ 腹腔穿刺（人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。） 

⑬ 喀痰吸引               ⑭ 干渉低周波去痰器による喀痰排出 

⑮ 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸       ⑯ 摘便 

⑰ 腰椎麻酔下直腸内異物除去       ⑱ 腸内ガス排気処置（開腹手術後） 

⑲ 酸素吸入               ⑳ 突発性難聴に対する酸素療法 

㉑ 酸素テント              ㉒ 間歇的陽圧吸入法 

㉓ 体外式陰圧人工呼吸器治療       ㉔ 肛門拡張法（徒手又はブジーによるもの） 

㉕ 非還納性ヘルニア徒手整復法      ㉖ 痔核嵌頓整復法（脱肛を含む。） 

(2) 救急処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

① 救命のための気管内挿管        ② 体表面ペーシング法又は食道ペーシング法 

③ 人工呼吸               ④ 非開胸的心マッサージ 

⑤ 気管内洗浄              ⑥ 胃洗浄 

(3) 皮膚科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

① 皮膚科軟膏処置            ② いぼ焼灼法 

③ イオントフォレーゼ          ④ 臍肉芽腫切除術 

(4) 泌尿器科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

① 膀胱洗浄（薬液注入を含む。）      ② 後部尿道洗浄（ウルツマン） 

③ 留置カテーテル設置          ④ 嵌頓包茎整復法（陰茎絞扼等） 

(5) 産婦人科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

① 膣洗浄（熱性洗浄を含む。）       ② 子宮頸管内への薬物挿入法 

(6) 眼科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

① 眼処置                ② 義眼処置 

③ 睫毛抜去               ④ 結膜異物除去 

(7) 耳鼻咽喉科処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

① 耳処置（点耳、耳浴、耳洗浄及び簡単な耳垢栓除去を含む。） 

② 鼻処置(鼻吸引、鼻洗浄、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。) 

③ 口腔、咽頭処置            ④ 関節喉頭鏡下喉頭処置（喉頭注入を含む。） 

⑤ 鼻出血止血法（ガーゼタンポン又はバルーンによるもの）     ⑥ 耳垢栓塞除去（複雑なもの） 

⑦ ネブライザー             ⑧ 超音波ネブライザー 

(8) 整形外科的処置に掲げる処置（鋼線等による直達牽引を除く。） 

(9) 栄養処置に掲げる処置のうち次に掲げるもの 

① 鼻腔栄養               ② 滋養浣腸 

ハ 第 10部手術に掲げる手術のうち次に掲げるもの 

(1) 創傷処理（長径５センチメートル以上で筋肉、臓器に達するものを除く。） 

(2) 皮膚切開術（長径 20センチメートル未満のものに限る。） 

(3) デブリードマン（100平方センチメートル未満のものに限る。） 

(4) 爪甲除去術 

(5) 瘭疽手術 

(6) 風棘手術 

(7) 外耳道異物除去術（極めて複雑なものを除く。） 

(8) 咽頭異物摘出術 

(9) 顎関節脱臼非観血的整復術 

(10) 血管露出術 

ニ 第 11部麻酔に掲げる麻酔のうち次に掲げるもの 

(1) 静脈麻酔、筋肉注射による全身麻酔、注腸による麻酔 

(2) 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入 

ホ イからニまでに掲げるリハビリテーション、処置、手術又は麻酔に最も近似するものとして医科診療報酬

点数表により点数の算定される特殊なリハビリテーション、処置、手術及び麻酔 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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入所者の病状が著しく変化し、入院による治療が必要とされる場合には、速やかに協力病院等の病院へ入院

させることが必要であるが、こうした場合であっても、介護医療院において緊急その他やむを得ない事情によ

り施設療養を行うときがあるので、緊急時施設療養費は、このような場合に行われる施設療養を評価するため

に設けられていること。 

① 緊急時治療管理 

イ 緊急時治療管理は、入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が必要となる入所者に対し、応急的な治

療管理として投薬、注射、検査、処置等が行われた場合に、１日につき 511単位を算定すること。 

ロ 緊急時治療管理は、１回に連続する３日を限度とし、月１回に限り算定するものであるので、例えば、

１月に連続しない１日を３回算定することは認められないものであること。 

ハ また、緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定することはできないこと。 

ニ 緊急時治療管理の対象となる入所者は、次のとおりであること。 

a 意識障がい又は昏睡 

b 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 

c 急性心不全(心筋梗塞を含む。) 

d ショック 

e 重篤な代謝障がい 

f その他薬物中毒等で重篤なもの 

② 特定治療 

イ 特定治療は、介護医療院においてやむを得ない事情により行われるリハビリテーション、処置、手術、

麻酔又は放射線治療について、診療報酬の算定方法(平成 20年厚生労働省告示第 59号)別表第一医科診療

報酬点数表により算定する点数に 10円を乗じた額を算定すること。 

ロ 算定できないものは、利用者等告示第 74の２号に示されていること。 

ハ ロの具体的取扱いは、診療報酬の算定方法（平成 20年厚生労働省告示第 59号）別表第一医科診療報酬

点数表の取扱いの例によること。 

 

ソ 認知症専門ケア加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準【※20】に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院に

おいて、別に厚生労働大臣が定める者【※21】に対して、専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に

掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) ３単位 

(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※20】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 施設における入所者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められる

ことから介護を必要とする認知症の者（以下「対象者」という。）の占める割合が２分の１以上であるこ

と。 

(2) 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者（短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護を提

供する場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める者を含む。）を、対象者の数が20人未満である場合に

あっては、１以上、当該対象者の数が20人以上である場合にあっては、１に、当該対象者の数が19を超え

て10又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施し

ていること。 

(3) 当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議

を定期的に開催していること。 

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) イの基準のいずれにも適合すること。 

(2) 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者（短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定

施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入
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所療養介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を提供する場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める

者を含む。）を１名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

(3) 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該

計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※21】別に厚生労働大臣が定める者は次のとおり。 

日常生活に支障を来す恐れのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の

者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する入所者を指すものとする。 

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成 18年３

月 31日老発第 0331010号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につ

いて」（平成 18年３月 31日老計発第 0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リ

ーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

③ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守すること。 

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び

「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看

護に係る適切な研修を指すものとする。 
 
ツ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位 

注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが

適当であると判断した者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、入所した日から起算して７日を限度と

して、１日につき所定単位数を加算する。 

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障がいに伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等

の症状を指すものである。 

② 本加算は、在宅で療養を行っている利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められた際に、介護医療

院に一時的に入所することにより、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評価するものである。 

③ 本加算は、在宅で療養を行っている要介護被保険者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に

介護医療院への入所が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ施設の職員

と連携し、利用者又は家族の同意の上、当該施設に入所した場合に算定することができる。本加算は医師

が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。この際、当該施設

への入所ではなく、医療機関における対応が必要であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医

療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けられるように取り計らう必要がある。 

④ 本加算は、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評価するものであるため、入所後速やかに退

所に向けた施設サービス計画を策定し、当該入所者の「認知症の行動・心理症状」が安定した際には速や

かに在宅復帰が可能となるようにすること。 

⑤ 次に掲げる者が、直接、当該施設へ入所した場合には、当該加算は算定できないものであること。 

ａ 病院又は診療所に入院中の者 

ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

ｃ 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、短期利用特定施設入居者生活介

護、認知症対応型共同生活介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活

介護及び短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護を利用中の者 

⑥ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、施設も判断を行った医

師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。 

⑦ 当該加算の算定にあたっては、個室等、認知症の行動・心理症状の増悪した者の療養に相応しい設備を

整備すること。 

⑦  当該加算は、当該入所者が入所前１月の間に、当該介護医療院に入所したことがない場合及び

過去１月の間に当該加算（他サービスを含む）を算定したことがない場合に限り算定できること

とする。 
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ネ 重度認知症疾患療養体制加算 

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準【※22】に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療

院において、入所者に対して、介護医療院サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、入

所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ 1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

(1) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ) 

① 要介護１又は要介護２ 140単位 

② 要介護３、要介護４又は要介護５ 40単位 

(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ) 

① 要介護１又は要介護２ 200単位 

② 要介護３、要介護４又は要介護５ 100単位 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※22】別に厚生労働大臣が定める施設基準は次のとおり。 

イ 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)の基準 

(1) 看護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護医療院における指定短期入所療養介護の利用者及び入所者

（以下この号において「入所者等」という。）の数の合計数が４又はその端数を増すごとに１以上であるこ

と。ただし、入所者等の数を４をもって除した数(その数が１に満たないときは、１一とし、端数は切り上げ

るものとする。)から６をもって除した数(その数が１に満たない端数が生じるときはこれを切り上げる。)を

減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。 

(2) 専任の精神保健福祉士（精神保健福祉士法（平成９年法律第131号）第２条に規定する精神保健福祉士を

いう。ロにおいて同じ。）又はこれに準ずる者及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ１名

以上配置されており、各職種が共同して入所者等に対しサービスを提供していること。 

(3) 入所者等が全て認知症の者であり、届出を行った日の属する月の前３月において日常生活に支障を来す

おそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の割合が２分の１以上である

こと。 

(4) 近隣の精神科病院(精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第19条の５に規

定する精神科病院をいう。以下この(4)及びロにおいて同じ。)と連携し、当該精神科病院が、必要に応じ入

所者等を入院(同法に基づくものに限る。ロにおいて同じ。)させる体制及び当該精神科病院に勤務する医師

の入所者等に対する診察を週４回以上行う体制が確保されていること。 

(5) 届出を行った日の属する月の前３月間において、身体拘束廃止未実施減算を算定していないこと。 

ロ 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)の基準 

(1) 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数が４又はその端数を増すごとに１以上 

(2) 当該介護医療院に専ら従事する精神保健福祉士又はこれに準ずる者及び作業療法士がそれぞれ１名以上

配置されており、各職種が共同して入所者等に対しサービスを提供していること。 

(3) 60平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えた生活機能回復訓練室を有しているこ

と。 

(4) 入所者等が全て認知症の者であり、届出を行った日の属する月の前３月において日常生活に支障を来す

おそれのある症状又は行動が認められることから特に介護を必要とする認知症の者の割合が２分の１以上で

あること。 

(5) 近隣の精神科病院と連携し、当該精神科病院が、必要に応じ入所者等を入院させる体制及び当該精神科病

院に勤務する医師の入所者等に対する診察を週４回以上行う体制が確保されていること。 

(6) 届出を行った日の属する月の前３月間において、身体拘束廃止未実施減算を算定していないこと。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

イ 重度認知症疾患療養体制加算については、施設単位で体制等について届け出ること。 

ロ３イ(３)及び３ロ(４)の基準において、入所者等が全て認知症の者とあるのは、入所者等が全て認知症と確

定診断されていることをいう。ただし、入所者については、入所後３か月間に限り、認知症の確定診断を行

うまでの間はＭＭＳＥ（Mini Mental State Examination）において 23点以下の者又はＨＤＳ―Ｒ（改訂長

谷川式簡易知能評価スケール）において 20点以下の者を含むものとする。介護医療医院の利用者について

は、認知症と確定診断を受けた者に限る。なお、認知症の確定診断を行った結果、認知症でないことが明ら
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かになった場合には、遅滞なく適切な措置を講じなければならない。 

ハ イ(３)の基準において、届出を行った日の属する月の前３月において日常生活に支障を来すおそれのある

症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の割合については、以下の式により計算す

ること。 

(a) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 届出を行った日の属する月の前３月における認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢb以上に

該当する者の延入所者数 

(ⅱ) 届出を行った日の属する月の前３月における認知症の者の延入所者数 

ニ ロ(４)の基準において、届出を行った日の属する月の前３月において日常生活に支障を来すおそれのある

症状又は行動が認められることから特に介護を必要とする認知症の者の割合については、以下の式により計

算すること。 

(a) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 届出を行った日の属する月の前３月における認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅣ以上に該

当する者の延入所者数 

(ⅱ) 届出を行った日の属する月の前３月における認知症の者の延入所者数 

ホ ロ(３)の基準における生活機能回復訓練室については、「介護医療院の人員、設備及び運営に関する基準

について」（平成 30年３月 22日老老発 0322第１号）のとおり、機能訓練室、談話室、食堂及びレクリエ

ーション・ルーム等と区画せず、１つのオープンスペースとすることは差し支えない。また、生活機能回復

訓練室については、入所者に対する介護医療院サービスの提供に支障を来さない場合は、他の施設と兼用し

て差し支えない。 

ヘ イ(４)及びロ(５)の基準で規定している医師が診察を行う体制については、連携する近隣の精神科病院に

勤務する医師が当該介護医療院を週４回以上訪問し、入所者等の状況を把握するとともに、必要な入所者等

に対し診察を行っていること。ただし、老人性認知症疾患療養病棟（介護保険法施行令（平成 10年政令第

412号）第４条第２項に規定する病床により構成される病棟を有する病院の当該精神病床）の全部又は一部

を転換し開設した介護医療院にあっては、当該介護医療院の精神科医師又は神経内科医師が入所者等の状況

を把握するとともに、必要な入所者等に対し診察を週４回以上行うことで差し支えない。なお、その場合で

あっても、近隣の精神科病院と連携し、当該精神科病院が、必要に応じ入所者等を入院させる体制が確保さ

れている必要がある。 

 

ナ 排せつ支援加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準【※23】に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院

において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月に

つき所定単位数を加算する。 

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 排せつ支援加算(Ⅰ)  10単位 

⑵ 排せつ支援加算(Ⅱ)  15単位 

⑶ 排せつ支援加算(Ⅲ)  20単位 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※23】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

  １ 排せつ支援加算(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

     イ 入所者又は利用者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が 

施設入所時又は利用開始時に評価し、その後少なくとも６月に１回評価するとともに、その評価結果等 

の情報を厚生労働省に提出し、排せつ支援の実施に当たって、当該情報その他排せつ支援の適切かつ有 

効な実施のために必要な情報を活用していること。 

     ロ イの評価の結果、排せつに介護を要する入所者又は利用者であって、適切な対応を行うことにより、 

要介護状態の軽減が見込まれるものについて、医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同 

して、当該入所者又は利用者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成 

し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施していること。 

      ハ イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者又は利用者ごとに支援計画を見直していること。 
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     ２ 排せつ支援加算(Ⅱ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

     イ １のイからハまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ロ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

     ⑴ １のイの評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時又は利用開始時と比

較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がないこと。 

     ⑵ １のイの評価の結果、施設入所時又は利用開始時におむつを使用していた者であって要介護状態の

軽減が見込まれるものについて、おむつを使用しなくなったこと。 

     ３ 排せつ支援加算(Ⅲ) 

   １のイからハまで並びに２のロ⑴及び⑵に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

① 排せつ支援加算は、排せつ支援の質の向上を図るため、多職種の共同により、入所者が排せつに介護を要 

する要因の分析を踏まえた支援計画の作成（Plan）、当該支援計画に基づく排せつ支援の実施（Do）、当該 

支援内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し （Action）といったサイクル（以下 

「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的に排せつ支援の質の管理を行った場合に加算するものであ 

る。 

② 排せつ支援加算(Ⅰ)は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第 71 号の３に掲げる 

要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員（排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する者を除く。）に対 

して算定できるものであること。 

③ 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ適切な介護が提供されていることを前提としつつ、さらに

特別な支援を行うことにより、施設入所時と比較して排せつの状態が改善することを評価したものである。

したがって、例えば、施設入所時において、入所者が尿意・便意を職員へ訴えることができるにもかかわら

ず、職員が適時に排せつを介助できるとは限らないことを主たる理由としておむつへの排せつとしていた場

合、支援を行って排せつの状態を改善させたとしても加算の対象とはならない。 

④ 大臣基準第 71号の３イ⑴の評価は、別紙様式６を用いて、排尿・排便の状態及びおむつ使用の有無並び

に特別な支援が行われた場合におけるそれらの３か月後の見込みについて実施する。 

⑤ 大臣基準第 71号の３イ⑴の施設入所時の評価は、大臣基準第 71号の３イ⑴から⑶までの要件に適合して

いるものとして都道府県知事に届け出た日の属する月及び当該月以降の新規入所者については、当該者の施

設入所時に評価を行うこととし、届出の日の属する月の前月以前から既に入所している者（以下「既入所

者」という。）については、介護記録等に基づき、施設入所時における評価を行うこと。 

⑥ ④又は⑤の評価を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容を支援の開始前に医師へ報告すること

とする。また、医師と連携した看護師が④の評価を行う際、入所者の背景疾患の状況を勘案する必要がある

場合等は、医師へ相談することとする。 

⑦ 大臣基準第 71号の３イ⑴の評価結果等の情報の提出については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）

を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（Ｌ

ＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用 

されるものである。 

⑧ 大臣基準第 71号の３イ⑵の「排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査の際に用いられる

「認定調査員テキスト 2009 改訂版（平 成 30年４月改訂）」の方法を用いて、排尿又は排便の状態が、「一     

部介助」若しくは「全介助」と評価される者又はおむつを使用している者をいう。 

⑨ 大臣基準第 71号の３イ⑵の「適切な対応を行うことにより、要介護 状態の軽減が見込まれる」とは、特

別な支援を行わなかった場合には、当該排尿若しくは排便又はおむつ使用にかかる状態の評価が不変又は低

下となることが見込まれるものの、適切な対応を行った場合には、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が

改善又はおむつ使用ありから使用なしに改善すること、あるいは、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が

改善し、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善することが見込まれることをいう。 

⑩ 支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せつに介護を要する要因

を多職種が共同して分析し、それに基づいて、別紙様式６の様式を用いて支援計画を作成する。要因分析及

び支援計画の作成に関わる職種は、④の評価を行った医師又は看護師、介護支援専門員、及び支援対象の入

所者の特性を把握している介護職員を含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、生活機能

の状態等に応じ薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜加える。なお、介護福祉施設サービ

スにおいては、支援計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって支援

計画の作成に代えることができるものとするが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるように
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すること。 

⑪ 支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画を、個々の入所者の特性に配慮しな

がら個別に作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留意する。また、支援において入所者の尊

厳が十分保持されるよう留意する。 

⑫ 当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、入所者及びその家族に対し、排せつの状

態及び今後の見込み、支援の必要性、要因分析並びに支援計画の内容、当該支援は入所者又はその家族がこ

れらの説明を理解した上で支援の実施を希望する場合に行うものであること、及び支援開始後であってもい

つでも入所者又はその家族の希望に応じて支援計画を中断又は中止できることを説明し、入所者及びその家

族の理解と希望を確認した上で行うこと。 

⑬ 大臣基準第 71号の３イ⑶における支援計画の見直しは、支援計画に実施上の問題（排せつ支援計画の変 

更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに実施すること。 

その際、ＰＤＣＡの推進及び排せつ支援の質の向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード 

バック情報を活用すること。 

⑭ 排せつ支援加算(Ⅱ)は、排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、施設入所時と比較して、

排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、かつ、いずれにも悪化がない場合又はおむつ使用ありから

使用なしに改善した場合に、算定できることとする。 

⑮ 排せつ支援加算(Ⅲ)は、排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たす施設において、施設入所時と比較して、

排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がなく、かつ、おむつ使用ありから使用な

しに改善した場合に、算定できることとする。 

 

 

ラ 自立支援促進加算 ３００単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準【※24】に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院に

おいて、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

……………………………………………………………………………………………………………………………    

【※24】別に厚生労働大臣が定める基準は次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  イ 医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、その後少なくとも６月に１回医 

学的評価の見直しを行うとともに、その医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、自立支援の促 

進に当たって、当該情報その他自立支援の適切かつ有効な促進のために必要な情報を活用していること。 

   ロ イの医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごとに、医師、看護職員、介護職

員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従った

ケアを実施していること。 

   ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに支援計画を見直していること。 

二  医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加していること。 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

 

イ 自立支援促進加算は、入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図るため、多職種共同

による、入所者が自立支援の促進を要する要因の分析を踏まえた支援計画の作成（Plan）、当該支援計画

に基づく自立支援の促進（Do）、当該支援内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該支援計画の見

直し（Action）といったサイクル（以下「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的に入所者の尊厳

を保持し、自立支援に係る質の管理を行った場合に加算するものである。  

ロ 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ、適切な介護が提供されていることを前提としつつ、介

護保険制度の理念に基づき、入所者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、特に必要な支援を実施していることを評価するものである。 

このため、医師が、定期的に、全ての入所者に対する医学的評価及びリハビリテーション、日々の過ご

し方等についてのアセスメントを実施するとともに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他

の職種が、医学的評価、アセスメント及び支援実績に基づき、特に自立支援のための対応が必要とされた

者について、生活全般において適切な介護を実施するための包括的な支援計画を策定し、個々の入所者や

家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組や本人を尊重する個別ケア、寝たきり防止に資する取組、

自立した生活を支える取組、廃用性機能障害に対する機能回復・重度化防止のための自立支援の取組など

の特別な支援を行っている場合に算定できるものである。なお、本加算は、画一的・集団的な介護又は個

別的ではあっても画一的な支援計画による取組を評価するものではないこと、また、リハビリテーション

や機能訓練の実 施を評価するものではないことから、個別のリハビリテーションや機能訓練を実施する
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ことのみでは、加算の対象とはならないこと。 

ハ 本加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準 第 71号の４に掲げる要件を満た 

した場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

ニ 大臣基準第 71号の４イの自立支援に係る医学的評価は、医師が必要に応じて関連職種と連携し、別紙

様式７を用いて、当該時点における自立支援に係る評価に加え、特別な支援を実施することによる入所 

者の状態の改善可能性等について、実施すること。 

ホ 大臣基準第 71号の４ロの支援計画は、関係職種が共同し、別紙様式７を用いて、訓練の提供に係る事

項（離床・基本動作、ＡＤＬ動作、日々の過ごし方及び訓練時間等）の全ての項目について作成するこ

と。作成にあたっては、ニの医学的評価及び支援実績等に基づき、個々の入所者の特性に配慮しながら 

個別に作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留意すること。 

ヘ 当該支援計画の各項目は原則として以下のとおり実施すること。その際、入所者及びその家族の希望も

確認し、入所者の尊厳が支援に当たり十分保持されるように留意すること。 

ａ  寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐために、離床、座位保持又は立ち上がりを計画的に支援する。  

ｂ  食事は、本人の希望に応じ、居室外で、車椅子ではなく普通の椅子を用いる等、施設において

も、本人の希望を尊重し、自宅等におけるこれまでの暮らしを維持できるようにする。食事の時間や 

嗜好等への対応について、画一的ではなく、個人の習慣や希望を尊重する。 

ｃ 排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシー に配慮したトイレを使用するこ

ととし、特に多床室においては、ポー タブルトイレの使用を前提とした支援計画を策定してはならな

い。 

ｄ 入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や 

希望を尊重すること。 

ｅ 生活全般において、入所者本人や家族と相談し、可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けら 

れるようにする。 

ｆ リハビリテーション及び機能訓練の実施については、本加算において評価をするものではないが、 

ニの評価に基づき、必要な場合は、入所者本人や家族の希望も確認して施設サービス計画の見直しを 

行う。 

ト 大臣基準第 71号の４ロにおいて、支援計画に基づいたケアを実施する際には、対象となる入所者又は

その家族に説明し、その同意を得ること。 

チ 大臣基準第 71号の４ハにおける支援計画の見直しは、支援計画に実施上に当たっての課題（入所者の

自立に係る状態の変化、支援の実施時 における医学的観点からの留意事項に関する大きな変更、関連職

種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）に応じ、必要に応じた見直しを行うこと。 

その際、ＰＤＣＡの推進及びケアの向上を図る観点から、ＬＩＦＥへ の提出情報とフィードバック情

報を活用すること。 

リ 大臣基準第第 71号の４ニの評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。

ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等もついては、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関す

る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。提出された情報につい

ては、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

 

 

ム 科学的介護推進体制加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準【※25】に適合しているものとして 都道府県知事に届け出た介護医療院

が、入所者に対し指定介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に

掲げる所定単位数を加算 する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲

げるその他の加算は算定しない。 

 ⑴ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ)   40単位 

 ⑵ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ)   60単位 

……………………………………………………………………………………………………………………………    

【※25】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

   １ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 

    次に掲げる基準にいずれにも適合すること。 

    イ 入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る 

基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

    ロ 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、イに規定する情報その
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他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

２ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 

イ １のイに規定する情報に加えて、入所者ごとの疾病状況、服薬の状況等の情報を、厚生労働省に提

出していること。 

ロ 必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、１のイに規定する情報、

イに規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

……………………………………………………………………………………………………………………………   

① 科学的介護推進体制加算は、原則として入所者全員を対象として、入所者ごとに大臣基準第 71号の５に

掲げる要件を満たした場合に、当該 施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

② 大臣基準第 71号の５イ⑴及びロ⑴の情報の提出については、「科学的介護情報システム」（ＬＩＦＥ）

を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（Ｌ

ＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

③ 施設は、入所者に提供する施設サービスの質を常に向上させていくため、計画（Plan）、実行（Do）、評

価（Check）、改善（Action）のサイクル（PDCAサイクル）により、質の高いサービスを実施する体制を構

築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的には、次のような一連の取組が求めら

れる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。 

  イ 入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するための施設サービス計 

画を作成する（Plan） 。 

 ロ サービスの提供に当たっては、施設サービス計画に基づいて、入所者の自立支援や重度化防止に資する 

介護を実施する（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種 が共同して、施設の特性やサービ 

ス提供の在り方について検証を行う （Check）。 

ニ 検証結果に基づき、入所者の施設サービス計画を適切に見直し、施設全体として、サービスの質の更な 

る向上に努める（Action）。 

 ④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜

活用されるものである。 

 

ウ 長期療養生活移行加算  ６０単位 

  注 別に厚生労働省が定める施設基準【※26】に適合している介護医療院が、次に掲げるいずれの基準にも 

   適合する入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合にあっては、入所した日から起算して９０日以 

内の期間に限り、長期療養生活移行加算として、１日につき所定単位数を加算する。 

   イ 療養病床に１年以上入院していた者であること。 

   ロ 介護医療院への入所に当たって、当該入所者及びその家族等が、日常生活上の世話を行うことを目的

とする施設としての取組について説明を受けていること。 

……………………………………………………………………………………………………………………………     

【※26】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

    入所者及びその家族等と地域住民等との交流が可能となるよう、地域の行事や活動等に積極的に関与してい 

ること。 

……………………………………………………………………………………………………………………………    

① 長期療養生活移行加算は、療養病床に１年以上入院していた者に対して、介護医療院サービスを提供した

場合に算定できるものである。 

② 療養病床から介護医療院に直接入所した者に対して算定できるものであり、療養病床を有する医療機関か

ら転換を行って介護医療院を開設した場合は、転換を行った日が起算日となる。 

③ 療養病床との違いを含め、生活施設としての取組について、入所者やその家族等に説明するとともに、質

問、相談等に丁寧に応じること。説明等を行った日時、説明内容等はを記録をしておくこと。 

④ 入所者及び家族等と地域住民等との交流が可能となるよう、介護医療院で合同の行事を実施する場合には、

地域住民等に周知すること。また、地域の行事や活動等に入所者やその家族等及び職員が参加できるように

取り組むこと。 
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 ヰ 安全対策体制加算 ２０単位 

 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準【※27】に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医

療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所

定単位数を加算する。 

  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※27】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

     イ 介護医療院基準第40条第１項に規定する基準に適合していること。 

ロ 介護医療院基準第40条第１項第４号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けて 

いること。 

      ハ 当該介護医療院内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。 

……………………………………………………………………………………………………………………………    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノ サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準【※28】に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護医療院が、

入所者に対し介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所

定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその

他の加算は算定しない。 

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  22単位 

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  18単位 

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)  ６単位 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

【※28】別に厚生労働大臣が定める基準は次のとおり。 

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

  ㈠ 介護医療院の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の80以上であること。 

㈡ 介護医療院の介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が100分の35

以上であること。 

(2) 提供する介護医療院の質の向上に資する取組を実施していること。 

(3) 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 介護医療院の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100分の60以上であること。 

(2) イ(3)に該当するものであること。 

ニ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

  ㈠ 介護医療院の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上であること。 

㈡ 介護医療院の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の75以上であるこ

と。 

㈢ 介護医療院を入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が

100分の30以上であること。 

(2) イ(3)に該当するものであること。 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

安全対策体制加算は、事故発生の防止のための指針の作成・委員会の開催・従業者に対する研修の実施及び

これらを適切に実施するための担当者の配置を備えた体制に加えて、当該担当者が安全対策に係る外部の研修

を受講し、組織的に安全対策を実施する体制を備えている場合に評価を行うものである。 

安全対策に係る外部の研修については、介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、施

設のマネジメント等の内容を含むものであること。 

また、組織的な安全対策を実施するにあたっては、施設内において安全 管理対策部門を設置し、事故の防止

に係る指示や事故が生じた場合の対応について、適切に従業者全員に行き渡るような体制を整備していること

が必要であること。 
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① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(３月を除く。)の平均を用いるこ

ととする。なお、この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所者への介護業務(計画作

成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。)に従事

している時間を用いても差し支えない。 

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)に

ついては、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。

したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるもので

あること。 

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。 

② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎

月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、

所定の割合を下回った場合については、直ちに届出を提出しなければならない。 

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介護サ

ービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数

を含めることができるものとする。 

⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所生活介護を一体的に行っている場合においては、本加算の

計算も一体的に行うこととする。 

＊ 介護医療院サービスを利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、支援相談員、理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚上として勤務を行う職員を指すものとする。 

⑦ 提供する介護医療院の質の向上に資する取組については、サービスの質の向上や利用者の尊厳の保持を

目的として、事業所として継続的に行う取組を指すものとする。 

 （例） 

 ・ ＬＩＦＥを活用したＰＤＣＡサイクルの構築 

 ・ ＩＣＴ・テクノロジーの活用  

 高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含 

めた介護業務以外の業務の提供）等による役割分担の明確化  

 ・ ケアに当たり、居室の定員が２以上である場合、原則としてポータブルトイレを使用しない方針を立 

てて取組を行っていること 

実施に当たっては、当該取組の意義・目的を職員に周知するとともに、適時のフォローアップや職員間の

意見交換等により、当該取組の意義・目的に則ったケアの実現に向けて継続的に取り組むものでなければな

らない。 

 

オ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府

県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、令和６年３月３１日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからノまでにより算定した単位数の 1000分の26に相当する単位数 

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算定した単位数の 1000分の19に相当する単位数 

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからノまでにより算定した単位数の 1000分の10に相当する単位数 

 

ク 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府

県知事に届け出た介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している

場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからノまでにより算定した単位数の 1000分の15に相当する単位数 

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからノまでにより算定した単位数の 1000分の11に相当する単位数 
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